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《参 考》 



看護先進科学専攻

修士課程

１．専攻分野必修科目

　　特論Ⅰ　　                       ２単位

　　演習Ⅰまたは ＩAまたはＩB　２単位 ・看護管理学特論 1 ・疫学入門 2

・看護政策学特論 1 ・社会疫学 2

・家族看護学特論 2 ・医療システム・マネジメント 2

　　看護学研究法特論　　        ２単位 ・看護情報統計学特論 2 ・グローバルヘルス 4

　　看護理論　　　　　　　　        １単位 ・看護教育学特論 2 ・母子保健学 2

・国際看護研究方法論 2 ・行動科学 2

　　特別研究Ⅰ  　　              ４単位 ・看護倫理 1 ・地球環境と健康 2

　　特別研究Ⅱ　  　              ４単位 ・コンサルテーション論 1 ・疫学基礎 1

・フィジカルアセスメント 2 ・生物統計学基礎 1

２．選択科目（上記以外の科目） ・臨床薬理学 2 ・生物統計学応用Ⅰ 1

　　　　　　　　　　１５単位以上 ・病態生理学 2 ・生物統計学応用Ⅱ 1

ただし、共通選択科目（看護系）は ・ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄｽﾀﾃﾞｨＡ 2 ・臨床試験方法論基礎 1

７単位以上修得することとする。 ・ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄｽﾀﾃﾞｨＢ 2 ・臨床試験方法論応用 1

・口腔疫学基礎 1

３．修了に必要な単位数 ・疫学応用 1

　　　　　　　　　　３0単位以上 ・人間医療科学技術修士論文研究計画論第一　 1

・人間医療科学技術修士論文研究計画論第二　 1

・人間医療科学技術実践プロジェクト 2

・人間医療科学技術他分野専門基礎第一 1

・人間医療科学技術他分野専門基礎第二 1

・人間医療科学技術概論第一 1

・人間医療科学技術概論第二 1

・先端人間医療科学技術第一 1

：高度実践看護師（CNS）のみ選択可能 ・先端人間医療科学技術第二 1

・デザイン創造基礎 2

：人間医療科学技術コースのみ選択可能 ・生命理工学概論（英語） 2

※人間医療科学技術コース科目理工学系提供科目、相互履修科目を除く

：助産師教育コースのみ選択可能
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は、助産師関係科目31 単位を修得し、
あわせて修了要件を満たすものとす
る。

※人間医療科学技術コースを履修する
学生は、看護先進科学専攻の修了要件
を満たし、人間医療科学技術コース科
目から選択科目を3単位以上かつ必修
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した場合、人間医療科学技術コースに
関する学修成果を認定する。
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○東京科学大学大学院学則  

令和６年10月１日  

学則第２号  

目次  

第１章 総則（第１条―第12条）  

第２章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学（第13条―第24条）  

第３章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等（第25条―第30条）  

第４章 授業科目、単位数及び履修方法等（第31条―第38条）  

第５章 履修の認定及び学位等（第39条―第49条）  

第６章 入学料及び授業料（第50条―第56条）  

第７章 表彰及び懲戒並びに除籍（第57条―第59条）  

第８章 科目等履修生等（第60条―第66条）  

第９章 寄宿舎（第67条）  

第１０章 国際連携専攻の特例（第68条―第73条）  

附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この学則は、学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。）

第100条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則（令和６年規則第１号。次条

において「組織運営規則」という。）第22条第１項及び第23条第１項の規定に基

づき東京科学大学（以下「本学」という。）大学院（以下「本学大学院」という。）

に置く学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の標準修業年限、教育課程その他

の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。  

（学院並びに研究科及び専攻）  

第２条 本学大学院に置く学院及び研究科は、次のとおりとする。  

理学院  

工学院  

物質理工学院  

情報理工学院  

生命理工学院  

環境・社会理工学院  

医歯学総合研究科  

保健衛生学研究科  

２ 研究科に置く専攻は、別表１のとおりとする。  

３ 前項の専攻には、大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第35条に定める

国際連携専攻を含むものとする。  

４ 第１項及び第２項に規定する学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は、組織運営規則第22条第

２項及び第23条第２項の定めるところによる。  

（課程）  



第３条 本学大学院に、次の課程を置く。  

一 修士課程  

二 博士課程  

三 専門職学位課程（学教法第99条第２項に規定する専門職大学院の課程をいう。

以下同じ。）  

２ 前項第２号の博士課程の種類は、次のとおりとする。  

一 前期２年の課程及び後期３年の課程に区分するもの（以下「区分制博士課程」

という。）  

二 大学院設置基準第44条に規定する医学又は歯学を履修するもの（以下「医学

又は歯学を履修する博士課程」という。）  

三 後期の課程のみのもの（以下「後期３年博士課程」という。）  

３ 前項第１号に規定する前期２年の課程は、これを修士課程として取り扱うもの

とする。  

４ 第２項第１号に規定する前期２年の課程は、「修士課程」といい、後期３年の

課程は、「博士後期課程」という。  

５ 第２項第１号に規定する区分制博士課程は、教育研究上の必要がある場合に限

り、前期２年の課程を置かず、後期３年の課程のみを置くことができる。  

（入学定員及び収容定員並びに系及びコース等）  

第４条 本学大学院の入学定員及び収容定員は、別表１のとおりとする。  

２ 学院に、教育上の目的に応じて、専門教育実施の基本的な単位として系を置く。  

３ 前項の系のほか、環境・社会理工学院に、イノベーション創出のリーダーとし

て科学技術を活用し、自ら理論を構築して産業や社会の発展に貢献する実務家を

養成するため、技術経営専門職学位課程（前条第１項第３号に規定する専門職学

位課程として置かれるものをいう。以下同じ。）を置く。  

４ 第２項の系に、教育プログラムとしてコースを置く。  

５ 前項に規定するコースのうち、新たに社会が求める学術分野の人材を育成する

ために設けられた複数の学問領域からなる学際的教育プログラムとしてのコース

（第12条第２項、別表１ (1)及び別表２ (1)において「複合系コース」という。）は、

複数の系に跨って置くことができる。  

６ 研究科又は研究科に置く専攻に、別に定めるところにより、教育研究分野を置

く。  

７ 学院に置く第２項から第５項までの系及びコース並びに技術経営専門職学位課

程は、別表１のとおりとする。  

８ 医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻に、医療管理政策学コース及びグローバ

ルヘルスリーダー養成コースを置く。  

９ 前項の医療管理政策学コースは、これを次のコースに区分するものとする。  

一 医療管理学コース  

二 医療政策学コース  

（課程の目的）  

第５条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究



能力又はこれに加えて高度の専門性が要求される職業を担うための卓越した能力

を培うことを目的とする。  

２ 博士課程は、専攻分野について、独創的研究によって従来の学術水準に新しい

知見を加えるとともに、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高

度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養う

ことを目的とする。  

３ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び

卓越した能力を培うことを目的とする。  

（標準修業年限等）  

第６条 本学大学院の標準修業年限は、次のとおりとする。  

学院・研

究科  

課程  専攻・コース  標準修業

年限  

学院  区分制

博士課

程  

  ―  5年  

 修士課程  ―  2年  

博士後期課程  ―  3年  

専門職学位課程  ―  2年  

医歯学

総合研

究科  

修士課程  医歯理工保健学専攻  2年  

医療管理政策学コース  ―  

医療管理学コース  1年  

医療政策学コース  2年  

グローバルヘルスリーダー

養成コース  

2年  

医学又は歯学を履修する博

士課程  

医歯学専攻  4年  

東京科学大学・チリ大学国際連

携医学系専攻  

5年  

東京科学大学・チュラロンコー

ン大学国際連携歯学系専攻  

5年  

東京科学大学・マヒドン大学国

際連携医学系専攻  

4年  

後期3年博士課程  生命理工医療科学専攻  3年  

保健衛

生学研

究科  

修士課程  看護先進科学専攻  2年  

２ 前項の規定にかかわらず、第38条第３項に規定する清華大学との大学院合同プ



ログラムを履修する者の標準修業年限は、２年６月とする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、主として実務の経験

を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特

定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じな

い場合は、その標準修業年限を１年以上２年未満の期間とすることができる。  

４ 前３項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の標準修業年限

は、過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該

期間に修得した授業科目等を考慮して定める。  

（標準修業年限を超える期間にわたる教育課程の履修）  

第７条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し

出たときは、当該学院及び研究科において支障のない場合に限り、その計画的な

履修（次項において「長期履修」という。）を認めることがある。  

２ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。  

（在学年限）  

第８条 学院における在学年限は、各課程の標準修業年限の２倍の年数とする。  

２ 研究科における在学年限は、次のとおりとする。ただし、学生が標準修業年限

を超えて在学しようとするときは、指導教員及び研究科長を経て、学長の許可を

得なければならない。  

一 研究科（次号及び第３号に掲げる専攻を除く。） 各課程の標準修業年限の

２倍の年数  

二 東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻 ６年  

三 東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻 ８年  

３ 前２項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の在学年限は、

過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間

に修得した授業科目等を考慮して定める。  

（学年）  

第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。  

（学期）  

第１０条 学年を、次の２学期に分ける。  

前期 ４月１日から毎年度において学長が定める９月中の日まで  

後期 前期最終日の翌日から翌年３月31日まで  

２ 前項に定める各学期を、前半及び後半に分けることができるものとする。  

（休業日）  

第１１条 学生の休業日は、次に掲げるとおりとする。  

一 日曜日  

二 土曜日  

三 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日  

四 春期休業日、夏期休業日及び冬期休業日  

２ 前項の規定にかかわらず、教育上必要がある場合には、休業日に授業を行うこ



とができる。  

３ 第１項第４号の休業日は、その都度、学長が別に定める。  

４ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。  

（教授会又は研究科委員会の審議及び学長の決定事項）  

第１２条 入学、修了、学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の

編成に関する事項は、学院の教授会又は研究科の研究科委員会の議を経て、学長

が決定する。  

２ 前項の規定にかかわらず、複合系コースを選択する学生に係る入学、修了、学

位の授与その他学生の在籍に関する事項については、当該学生の所属する学院の

教授会の議を経て、学長が決定する。  

第２章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学  

（修士課程及び専門職学位課程の入学資格）  

第１３条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。  

一 学教法第83条に規定する大学（第10号及び第11号において同じ。）を卒業し

た者  

二 学教法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者  

三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者  

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者  

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が

別に指定するものの当該課程を修了した者  

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい

て、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了

すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学

士の学位に相当する学位を授与された者  

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者  

八 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）  

九 学教法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院

において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者  

十 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者  



十一 大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績を

もって修得したものと認めた者  

十二 外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、

所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者  

十三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院におい

て、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者  

十四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける15年の課程を修了したものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指

定するものの当該課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成

績をもって修得したものと認めた者  

（博士後期課程及び後期３年博士課程の入学資格）  

第１４条 博士後期課程及び後期３年博士課程に入学することのできる者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。  

一 修士の学位又は専門職学位を有する者  

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士

の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与

された者  

五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別

措置法（昭和51年法律第72号）第１条第２項に規定する1972年12月11日の国際

連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に

相当する学位を授与された者  

六 外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を

履修し、大学院設置基準第16条の２に規定する試験及び審査に相当するものに

合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者  

七 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号）  

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者  

（医学又は歯学を履修する博士課程のうち医歯学専攻の入学資格）  

第１５条 医学又は歯学を履修する博士課程医歯学専攻（以下「博士課程医歯学専

攻」という。）に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者

とする。  

一 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学（修業年限が６年のものに限る。）を履

修する課程を卒業した者  

二 外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬



学又は獣医学）を修了した者  

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬

学又は獣医学）を修了した者  

四 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける18年の課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了したと

されるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

を修了した者  

五 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又

はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい

て、修業年限が５年以上である課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣

医学）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設（前号の指定を受けたものに限る。）

において課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を

授与された者  

六 文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号）  

七 学教法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者を本

学大学院において大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認め

た者  

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学（医学、歯学、薬学

（修業年限が６年のものに限る。）又は獣医学を履修する課程を含むものに限

る。）を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者  

九 大学（医学、歯学、薬学（修業年限が６年のものに限る。）又は獣医学）に

４年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得

したものと認めた者  

十 外国において学校教育における16年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学

又は獣医学）を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもっ

て修得したものと認めた者  

十一 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における16年の課程（最終の課程は医学、歯学、

薬学又は獣医学）を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績を

もって修得したものと認めた者  

十二 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける16年の課程（最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課

程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得した



ものと認めた者  

（医学又は歯学を履修する博士課程のうち国際連携専攻の入学資格）  

第１６条 医学又は歯学を履修する博士課程国際連携専攻（以下「博士課程国際連

携専攻」という。）に入学することのできる者は、前条各号のいずれかに該当し、

かつ、共同で教育課程を編成した外国の大学院（以下「国際連携大学」という。）

の入学資格を満たす者とする。  

（進学）  

第１７条 学院の修士課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き学院の博士後

期課程に進学（志願する学院又は系が、修士課程又は専門職学位課程における学

院又は系若しくは技術経営専門職学位課程と異なる場合も含む。）することを願

い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。  

２ 医歯学総合研究科の修士課程を修了して、引き続き医歯学総合研究科の医学又

は歯学を履修する博士課程である医歯学専攻又は後期３年博士課程である生命理

工医療科学専攻に進学することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可

する。  

（入学の時期）  

第１８条 入学の時期は、学期の始めとする。  

（入学志願の手続）  

第１９条 入学志願者は、入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて、願

い出なければならない。  

２ 前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。  

３ 一度納付した検定料は、別に定めがある場合を除き返還しない。  

４ 入学志願の時期は、その都度決定して公告する。  

（入学者選考）  

第２０条 入学志願者に対しては、学力その他に基づき選考の上、入学者を決定す

る。  

２ 前項の入学者選考の方法、期日等については、その都度決定して公告する。  

３ 入学者選考に関し必要な事項は、別に定める。  

（再入学）  

第２１条 本学大学院を修了した者又は第27条の規定により退学した者が再び入学

を願い出たときは、前条の規定にかかわらず、収容定員に余裕がある場合に限り、

別に定めるところにより、選考の上、入学を許可することがある。  

（転入学）  

第２２条 他の大学の大学院に在学している者で、本学大学院に転入学を願い出る

者があるときは、収容定員に余裕がある場合に限り、別に定めるところにより、

学力その他に基づき選考の上、入学を許可することがある。  

第２３条 削除  

（誓約書）  

第２４条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項

を守らなければならない。  



第３章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等  

（休学）  

第２５条 傷病その他やむをえない理由のため一定期間以上学修することができな

いときは、許可を受けて休学することができる。  

２ 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対し

ては、休学を命ずることがある。  

３ 休学した期間は、在学期間に算入しない。  

４ 休学に関し必要な事項は、別に定める。  

（留学）  

第２６条 外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学しようとするとき

は、願い出て留学することができる。  

２ 留学した期間は、在学期間に算入する。  

３ 留学に関し必要な事項は、別に定める。  

（願いによる退学）  

第２７条 傷病その他やむをえない事情があるときは、願い出て退学することがで

きる。  

（転学）  

第２８条 他の大学の大学院に転学しようとするときは、あらかじめ許可を受けな

ければならない。  

（転学院、転系及びコースの変更並びに転専攻）  

第２９条 学院に所属する者のうち、転学院若しくは転系（技術経営専門職学位課

程を含む。）又は選択するコースの変更を志願するものについては、別に定める

ところにより、許可することがある。  

２ 研究科に所属する者のうち、転専攻を志願するものについては、別に定めると

ころにより、許可することがある。  

（教育研究分野の変更）  

第３０条 研究科に所属する者が教育研究分野の変更を願い出たときは、やむを得

ない理由があると研究科長が判断した場合に限り、変更を許可することがある。  

第４章 授業科目、単位数及び履修方法等  

（授業科目、単位数及び履修方法等）  

第３１条 本学大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目、単位数及

び履修方法等については、別に定める。  

（教育方法）  

第３２条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指

導（以下「研究指導」という。）によって行う。  

２ 前項に定めるもののほか、専門職学位課程の教育は、専攻分野に応じ体系的か

つ実践的な教育課程を編成し、第５条第３項に規定する目的を達成するために適

切な方法によって行う。  

（教育方法の特例）  

第３３条 本学大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜



間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法に

より教育を行うことができる。  

（研究指導委託）  

第３４条 学生が国内外の他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院（以下

「他の大学院等」という。）において研究指導を受けることが教育上有益である

と本学大学院において認めるときは、別に定めるところにより、あらかじめ、当

該他の大学院等と協議の上、学生が当該他の大学院等において研究指導の一部を

受けることを認めることがある。ただし、修士課程の学生にあっては、その期間

は１年を超えないものとする。  

（授業の方法）  

第３５条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこ

れらの方法の併用により行う。  

２ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外

の場所で履修させることができる。ただし、専門職学位課程においては、十分な

教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、こ

れを行うことができるものとする。  

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる

場合についても、同様とする。  

４ 第１項の授業及び研究指導の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行

うことができる。  

５ 前各項に定めるもののほか、専門職学位課程においては、その目的を達成し得

る実践的な教育を行うことができるよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は、

双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法によ

り授業を行う等適切に配慮しなければならない。  

６ 授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。  

（成績評価基準等の明示等）  

第３６条 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内

容並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。  

２ 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定

に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあら

かじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。  

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）  

第３７条 本学大学院においては、学生に対する教育の充実を図るため、授業及び

研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するも

のとする。  

（学院に置く教育プログラム等及び研究科に置くコース等）  

第３８条 本学大学院に、学院における修士課程及び博士後期課程の一貫教育プロ

グラムとして、次の教育課程を置く。  

リーダーシップ教育課程  



グローバルリーダー教育課程  

環境エネルギー協創教育課程  

情報生命博士教育課程  

物質・情報卓越教育課程  

超スマート社会卓越教育課程  

エネルギー・情報卓越教育課程  

２ 前項の教育課程に関し必要な事項は、別に定める。  

３ 本学大学院に、学院と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム（以

下「清華大学との大学院合同プログラム」という。）を置く。  

４ 医歯学総合研究科に、履修上の区分として、次のコース又はプログラムを置く。  

先制医療学コース  

先制医歯理工学コース  

臨床疫学プログラム  

５ 保健衛生学研究科看護先進科学専攻に、履修上の区分として、災害看護グロー

バルリーダー養成コースを置く。  

第５章 履修の認定及び学位等  

（授業科目の履修の認定）  

第３９条 授業科目の履修の認定については、別に定める。  

（他の研究科における研究指導）  

第４０条 本学大学院の研究科において教育上有益と認めるときは、学生が本学大

学院の他の研究科において研究指導の一部を受けることを認めることがある。  

（他の大学院における授業科目の履修等）  

第４１条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学

院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位（区分制博士課程

にあっては、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位）を超えない範囲で本学

大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定は、学生が、第25条の規定により休学し、当該休学期間中に外国の

大学において授業科目を履修する場合、第26条の規定により外国の大学に留学す

る場合、外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修す

る場合及び外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

（入学前の既修得単位の認定）  

第４２条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入

学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（大学院設置

基準第15条において準用する大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条第

１項に規定する科目等履修生及び同条第２項に規定する特別の課程の履修（いわ

ゆる履修証明プログラムをいう。）により修得した単位を含む。）を、本学大学

院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。  

２ 前項の規定により本学大学院（専門職学位課程を除く。以下この項において同



じ。）において認定することができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、

本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないもの

とし、かつ、前条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

より本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて20単位を

超えないものとする。  

３ 第１項の規定により専門職学位課程において認定することができる単位数は、

転入学の場合を除き、当該課程において修得した単位以外のものについては、前

条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定により本学専門職

学位課程において修得したものとして認定する単位数と合わせて15単位を超えな

いものとする。ただし、別に定めがある場合はこの限りでない。  

（修士課程修了の要件）  

第４３条 修士課程の修了の要件は、当該課程に２年（清華大学との大学院合同プ

ログラムを履修する者にあっては２年６月、第４条第９項第１号に規定する医療

管理学コースを履修する者にあっては１年）以上在学し、所定の授業科目につい

て30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。  

２ 前項の場合において、学院又は研究科が修士課程の目的に応じ適当と認めると

きは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代える

ことができる。  

３ 第１項の規定にかかわらず、学院に所属する者の在学期間に関しては、前条の

規定により当該学院の修士課程に入学する前に修得した単位（学教法第102条第１

項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該課程におい

て修得したものとして認定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の

教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要

した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみな

すことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも１年以上

在学するものとする。  

（学院の博士課程修了の要件）  

第４４条 区分制博士課程の修了の要件は、本学大学院の学院に５年（修士課程又

は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課

程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、所定の授業科目について54単

位以上（博士後期課程における24単位以上の修得単位を含む。）修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、３年（修

士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、

当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。  

２ 前条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の区

分制博士課程の修了の要件については、前項中「５年（修士課程又は専門職学位

課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２



年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程における在学期間に３年を加え

た期間」と、「３年（修士課程又は専門職学位課程に２年以上在学し、当該課程

を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）」とある

のは「３年（修士課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、同項の規定

を適用する。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第14条各号のいずれかに該当する者（第17条に規

定する進学を許可された者を除く。）が、博士後期課程に入学した場合の区分制

博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授業科目について

24単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終

試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

げた者については、１年（２年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者に

あっては、当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものとする。  

４ 第１項ただし書及び前項ただし書の規定による在学期間をもって修了する場合

の修了の要件としての修得すべき単位数は、別に定める。  

（研究科の博士課程修了の要件）  

第４５条 博士課程医歯学専攻の修了の要件は、当該専攻に４年以上在学し、所定

の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士

論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。  

２ 博士課程国際連携専攻の修了の要件は、当該専攻に第６条第１項に定める標準

修業年限以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修

了に必要な単位数には、第41条及び第42条の規定により修得したものとみなす単

位を含まないものとする。  

３ 後期３年博士課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、所定の授業科

目について20単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審

査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研

究業績を上げた者については、１年（２年未満の在学期間をもって修士課程を修

了した者にあっては、当該在学期間を含めて３年）以上在学すれば足りるものと

する。  

（専門職学位課程修了の要件）  

第４６条 専門職学位課程の修了の要件は、当該課程に２年以上在学し、所定の授

業科目について40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了する

こととする。  

２ 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、第42条の規定により専門職学

位課程に入学する前に修得した単位（学教法第102条第１項の規定により入学資格

を有した後、修得したものに限る。）を当該課程において修得したものとして認

定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修し

たと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し

て１年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみなすことができる。  



（学位）  

第４７条 本学大学院を修了した者には、別表２の区分により学位を授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、学院においては、学際領域等の分野を専攻した者で、

当該学院が適当と認めるときは、学位に付記する専攻分野の名称を学術とするこ

とができる。  

（学位の授与）  

第４８条 学位の授与については、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）

による。  

（教育職員免許状）  

第４９条 学院において教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免

許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に規定する所定の単位を修得した者が

取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表３のとおりとする。  

第６章 入学料及び授業料  

（入学料）  

第５０条 入学、再入学、転入学及び編入学の選考に合格した者で入学のため所要

の手続をとろうとする者は、所定の期日までに別に定める入学料を納付しなけれ

ばならない。ただし、第55条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した

者については、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間、入学料

の徴収を猶予する。  

（授業料）  

第５１条 授業料の額は、別に定めるところによるものとし、各年度に係る授業料

について、次の区分で納付しなければならない。この場合において、それぞれの

学期において納付する額は、年額の２分の１に相当する額とする。  

納付区分  納期  

前期分  5月31日まで  

後期分  11月30日まで  

２ 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収

するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、研究科の入学を許可される者の申出があったとき

は、入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料を、入学を許可するときに

併せて徴収するものとする。  

（既納の入学料及び授業料）  
第５２条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。  

（休学者及び復学者の授業料）  

第５３条 学生が休学を許可され、又は命ぜられ、次の各号のいずれかに該当する

場合は、月割（前期の最終月は９月１日から前期の最終日まで、後期の初月は後

期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。）により、休学当月の翌月（休

学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月）から復学当月の前月ま

での授業料を免除する。  



一 第51条第１項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合  

二 第55条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合  

２ 前項の規定により、授業料の免除を受けた学生が、第51条第１項に規定する授

業料の納期より後に復学した場合にあっては、復学当月から当該学期末までに係

る授業料を、直ちに納付しなければならない。  

（退学者等の授業料）  

第５４条 退学又は除籍の場合であっても、その学期に属する分の授業料は、納付

しなければならない。ただし、学生が退学を許可され、次の各号のいずれかに該

当する場合は、月割により、退学当月の翌月以降の授業料を免除する。  

一 第51条第１項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合  

二 次条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合  

２ 停学を命ぜられた場合であっても、その期間中の授業料は、納付しなければな

らない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第59条第７号に規定する死亡による除籍となった

者その他別に定める者の除籍日の属する学期の未納の授業料は、全額を免除する

ことがある。  

（入学料及び授業料の免除又は徴収猶予）  

第５５条 入学料及び授業料は、別に定める基準により、免除又は徴収猶予するこ

とができる。  

（授業料返還の特例）  

第５６条 第52条の規定にかかわらず、第51条第３項の規定に基づき授業料を納付

した者が、入学年度の前年度の３月31日までに入学を辞退した場合には、納付し

た者の申出により、当該授業料を返還する。  

２ 第52条の規定にかかわらず、授業料を納付した者において、当該授業料に係る

期間に、休学した者については、月割により、休学当月の翌月（休学の開始日が

月の初日である場合にあっては、休学当月）から復学当月の前月までの授業料を、

修了、退学又は除籍により在籍しなくなった者については、月割により、修了日、

退学日又は除籍日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。  

第７章 表彰及び懲戒並びに除籍  

（表彰）  

第５７条 学生に表彰に値する行為があったときは、表彰することがある。  

２ 表彰に関し必要な事項は、別に定める。  

（懲戒）  

第５８条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反す

る行為を行ったときは、懲戒する。  

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。  

３ 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。  

（除籍）  

第５９条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。  

一 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。  



二 在学期間が第８条に定める在学年限（研究科の学生については、同条第２項

ただし書きにより学長が在学を許可した期間）を超えるとき  

三 休学期間が第25条第４項に基づき別に定める期間を超えるとき。  

四 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは

徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなか

ったとき。  

五 授業料の納付を怠り、督促しても、なお、納付しなかったとき。  

六 第25条第２項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が、別に定める

休学期間を経過しても復学できないとき。  

七 死亡したとき。  

第８章 科目等履修生等  

（科目等履修生）  

第６０条 本学大学院の学生以外の者で、本学大学院が開設する授業科目のうち一

又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは、選考の上、科目

等履修生として入学を許可することがある。  

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。  

（大学院研究生）  

第６１条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があ

るときは、本学が適当と認め、かつ、支障のない場合に限り、大学院研究生とし

て入学を許可することがある。  

２ 大学院研究生に関し必要な事項は、別に定める。  

（特別聴講学生）  

第６２条 他の大学との協定に基づき、国内の他の大学の大学院の学生で本学大学

院が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは、特別聴講学生

として入学を許可することがある。  

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（特別研究学生）  

第６３条 国内の他の大学の大学院の学生で、本学の学院及び研究科において研究

指導を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院と協議して

定めるところにより、特別研究学生として入学を許可することがある。  

２ 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（海外交流学生）  

第６４条 本学と外国の大学との学術交流協定等に基づき、本学の教員の下で教育

研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願があ

る場合には、海外交流学生として入学を許可することがある。  

２ 海外交流学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（海外訪問学生）  

第６５条 本学と外国の大学との相互了解に基づき、本学の教員の下で教育研究指

導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合

には、本学において教育研究上有益と認められ、支障のない場合に限り、海外訪



問学生として入学を許可することがある。  

２ 海外訪問学生に関し必要な事項は、別に定める。  

（短期交流学生）  

第６６条 国内の他の大学院等の学生で、本学と国内の他の大学院等との間におけ

る学術交流のため、当該他の大学院等の授業科目（別に定めるものを除く。）の

一環として本学の教員から指導又は助言を受けることを志願する者があるときは、

支障のない場合に限り、短期交流学生として入学を許可することがある。  

２ 短期交流学生に関し必要な事項は、別に定める。  

第９章 寄宿舎  

第６７条 本学に、寄宿舎を置く。  

２ 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。  

第１０章 国際連携専攻の特例  

（協議及び措置）  

第６８条 本学大学院に国際連携専攻を設けるときは、国際連携大学と連携した教

育課程（以下「国際連携教育課程」という。）を編成し円滑に実施するため、協

議の場に関する事項を別に定める。  

２ 前項の規定による協議の場は、学長又は学長が指名した者により構成する。  

３ 学長は、博士課程国際連携専攻の維持に関し相手国の状況（天災、騒乱等）に

より正常な運営を行うことができないと判断した場合には、国際連携大学の長と

協議の上、運営に関し緊急に講ずべき措置について決定する。  

（共同開設科目）  

第６９条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学と共同して授業科目（以下「共

同開設科目」という。）を開設することができる。  

２ 前項の共同開設科目を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設

科目の履修により修得した単位は、５単位を超えない範囲で当該国際連携専攻又

は国際連携大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、

国際連携大学において修得した単位数が第72条の規定により国際連携大学におい

て修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修によ

り修得した単位を国際連携大学において修得した単位数とすることはできない。  

（国際連携教育課程の単位認定）  

第７０条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学において履修した国際連携教育

課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業

科目の履修により修得したものとみなす。  

（国際連携専攻の研究指導）  

第７１条 博士課程国際連携専攻は、学生が国際連携大学において受けた国際連携

教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなす。  

（国際連携専攻の修了要件）  

第７２条 博士課程国際連携専攻の修了要件は、第45条第２項に定めるもののほか、

国際連携専攻において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上

を修得するとともに、それぞれの国際連携大学において当該国際連携教育課程に



係る授業科目の履修により10単位以上修得する。  

（国際連携専攻の転学、科目等履修生及び大学院研究生に係る規定の適用除外）  

第７３条 博士課程国際連携専攻については、第28条、第60条及び第61条の規定は

適用しない。  

附 則  

１ この学則は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる学則は、廃止する。  

一 東京工業大学大学院学則（平成23年学則第４号）  

二 東京医科歯科大学大学院学則（平成16年規程第５号）  

３ 第２条第２項及び別表１に定める専攻のほか、次表に掲げる研究科に、同表に

定める専攻を置く。  

研究科  専攻  課程  

医歯学総合研究科  医歯学系専攻  医学又は歯学を履修する博

士課程  

保健衛生学研究科  共同災害看護学専攻（※） 一貫制博士課程  

（※）共同災害看護学専攻は、大学院設置基準第31条に定める共同教育課程を編

成する専攻である。  

４ 令和６年度における保健衛生学研究科共同災害看護学専攻の収容定員は、２人

（構成大学全体の収容定員は10人）とする。  

５ 第３項に定める専攻（以下「旧専攻」という。）は、この学則の施行の日（以

下「施行日」という。）前に東京医科歯科大学（保健衛生学研究科共同災害看護

学専攻については、当該専攻の構成大学）に入学し、施行日において引き続き当

該旧専攻に在学する者が当該旧専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものと

する。  

６ この学則第８章に定めるもののほか、当分の間、社会環境的な要因により、在

籍している外国の大学での継続的な学修が困難となった者又は在籍予定の外国の

大学での学修が困難となった者については、東京科学大学学則附則第６項及び大

学院学則附則第６項に基づく海外特例学生に関する暫定取扱規程（令和７年規程

第71号）の規定に基づき、海外特例学生として入学を許可することがある。  

附 則（令7.3.7学１）  

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。  

２ ライフエンジニアリングコースは、令和７年３月31日に当該コースを選択する

者（令和７年４月１日以降に再入学及び転入学する者並びに選択するコースを変

更する者であって、当該コースを選択する者を含む。以下「在学生」という。）

が在学生でなくなる日までの間、存続するものとし、在学生については、改正前

の東京科学大学大学院学則別表１及び別表２の規定は、なおその効力を有する。  

附 則（令7.7.4学４）  

この学則は、令和７年７月４日から施行する。  



附 則（令7.11.5学６）  

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。  

２ 保健衛生学研究科看護先進科学専攻に置く一貫制博士課程（以下「旧課程」と

いう。）は、令和８年３月31日に旧課程に在学する者（令和８年４月１日以降に

旧課程に再入学、転入学及び編入学する者を含む。この項において「在学生」と

いう。）が旧課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとし、在学生につ

いては、改正前の東京科学大学大学院学則第３条、第６条、第13条、第23条、第

45条、第47条、別表１及び別表２の規定は、なおその効力を有する。  

３ 修士課程及び一貫制博士課程の収容定員のうち、保健衛生学研究科の人数及び

研究科の合計の人数については、改正後の東京科学大学大学院学則別表１の規定

にかかわらず、令和８年度から令和11年度までの間、次表のとおりとする。  

  令和8年度  令和9年度  令和10年度  令和11年度  

修士課

程  

保健衛生学研究科  19 38 38 38 

合計  276 295 295 295 

一貫制

博士課

程  

保健衛生学研究科  52 39 26 13 

合計  52 39 26 13 

別表１（第２条及び第４条関係）  

(1) 学院  

学院  系・コース  区分制博士課程  専門職学位課

程  
修士課程  博士後期課程  

入学

定員  

収容

定員  

入学

定員  

収容定

員  

入学

定員  

収容定

員  

理学院  数学系  

数学コース  

物理学系  

物理学コース  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

化学系  

化学コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

154 308 52 156 ―  ―  



地球惑星科学系  

地球惑星科学コース  

地球生命コース※  

工学院  機械系  

機械コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

システム制御系  

システム制御コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

電気電子系  

電気電子コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  
原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

情報通信系  

情報通信コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

経営工学系  

経営工学コース  

エンジニアリングデザ

インコース※  

477 954 169 507 ―  ―  

物質理 材料系  347 694 129 387 ―  ―  



工学院  材料コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

応用化学系  

応用化学コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

人間医療科学技術コー

ス※  

原子核工学コース※  

地球生命コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

情報理

工学院  

数理・計算科学系  

数理・計算科学コース  

知能情報コース※  

情報工学系  
情報工学コース  

知能情報コース※  

人間医療科学技術コー

ス※  

エネルギー・情報コー

ス※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

135 270 50 150 ―  ―  

生命理

工学院  

生命理工学系  

生命理工学コース  

人間医療科学技術コー

ス※  

地球生命コース※  

物質・情報卓越コース

168 336 52 156 ―  ―  



（博士後期課程のみ）

※  

環境・

社会理

工学院  

建築学系  

建築学コース  

都市・環境学コース※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

土木・環境工学系  

土木工学コース  

都市・環境学コース※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

融合理工学系  

地球環境共創コース  

エネルギー・情報コー

ス※  

エンジニアリングデザ

インコース※  

原子核工学コース※  

物質・情報卓越コース

（博士後期課程のみ）

※  

社会・人間科学系  

社会・人間科学コース  
イノベーション科学系  

イノベーション科学コ

ース（博士後期課程の

み）  

人間医療科学技術コー

ス（博士後期課程のみ）

※  

263 526 115 345 ―  ―  

環境・

社会理

工学院  

技術経営専門職学位課

程  

―  ―  ―  ―  40 80 

合計  1,544 3,088 567 1,701 40 80 

備考：※印は、第4条第5項に規定する複合系コースを示す。  

(2) 研究科  

研究科  専攻・コース  修士課程  医学又は歯学 後期3年博士課



を履修する博

士課程  

程  

入学定

員  

収容定

員  

入学定

員  

収容定

員  

入学定

員  

収容定

員  

医歯学

総合研

究科  

医歯理工保健学専攻  131 257 ―  ―  ―  ―  

医療管理政策学コー

ス  

  

（医療管理学コース） (5) (5) 

（医療政策学コース） (10) (20) 

グローバルヘルスリ

ーダー養成コース  

(9) (18) 

医歯学専攻  ―  ―  181 724 ―  ―  

東京科学大学・チリ大学

国際連携医学系専攻

（＊）  

―  ―  3 15 ―  ―  

東京科学大学・チュラロ

ンコーン大学国際連携

歯学系専攻  

（＊）  

―  ―  3 15 ―  ―  

東京科学大学・マヒドン

大学国際連携医学系専

攻（＊）  

―  ―  3 12 ―  ―  

生命理工医療科学専攻  ―  ―  ―  ―  25 75 

保健衛

生学研

究科  

看護先進科学専攻  19 38 ―  ―  ―  ―  

合計  150 295 190 766 25 75 

備考：  

・＊印は、第2条第3項に規定する国際連携専攻を示す。  

・括弧内の数字は、医療管理政策学コース及びグローバルヘルスリーダー養成コ

ースに係る定員の数を内数で示す。  

別表２（第47条関係）  

(1) 修士及び博士  

学院又は 系・コース又は専攻  授与する学位（専攻分野）  



研究科  修士  博士  

理学院  数学系    

数学コース  修士（理学）  博士（理学）  

物理学系    

物理学コース  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

化学系    

化学コース  修士（理学）  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

地球惑星科学系    

地球惑星科学コース  修士（理学）  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

工学院  機械系    

機械コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

システム制御系    

システム制御コース  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

電気電子系    



電気電子コース  〃  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

情報通信系    

情報通信コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

経営工学系    

経営工学コース  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

物質理工

学院  

材料系    

材料コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

応用化学系    

応用化学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース 〃  〃  



※  

原子核工学コース※  〃  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

情報理工

学院  

数理・計算科学系    

数理・計算科学コース  修士（理学）  博士（理学）  

知能情報コース※  〃  〃  

情報工学系    

情報工学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

知能情報コース※  〃  〃  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

生命理工

学院  

生命理工学系    

生命理工学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

人間医療科学技術コース

※  

〃  〃  

地球生命コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

環境・社会

理工学院  

建築学系    

建築学コース  修士（工学）  博士（工学）  

都市・環境学コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

土木・環境工学系    

土木工学コース  〃  〃  



都市・環境学コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

融合理工学系    

地球環境共創コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

博士（理学）又は博

士（工学）  

エネルギー・情報コース※  〃  〃  

エンジニアリングデザイ

ンコース※  

〃  〃  

原子核工学コース※  〃  〃  

物質・情報卓越コース※  ――――――――

―  

〃  

社会・人間科学系    

社会・人間科学コース  修士（理学）又は修

士（工学）  

〃  

イノベーション科学系    

イノベーション科学コー

ス  

――――――――

―  

博士（技術経営）又

は博士（工学）  

人間医療科学技術コース

※  

――――――――

―  

〃  

医歯学総

合研究科  

医歯理工保健学専攻（医療

管理政策学コース及びグロ

ーバルヘルスリーダー養成

コースを除く。）  

修士（医科学）、修

士（歯科学）、修士

（理学）、修士（工

学）、修士（保健学）

又は修士（口腔保健

学）  

――――――――

―  

医歯理工保健学専攻（医療

管理政策学コース）  

修士（医療管理学）

又は修士（医療政策

学）  

――――――――

―  

医歯理工保健学専攻（グロ

ーバルヘルスリーダー養成

コース）  

修士（グローバル健

康医学）  
――――――――

―  

医歯学専攻  ――――――――

―  

博士（医学）、博士

（歯学）、博士（数



理医科学）又は博士

（学術）  

東京科学大学・チリ大学国

際連携医学系専攻（＊）  

――――――――

―  

博士（医学）  

東京科学大学・チュラロン

コーン大学国際連携歯学系

専攻（＊）  

――――――――

―  

博士（歯学）  

東京科学大学・マヒドン大

学国際連携医学系専攻（＊） 

――――――――

―  

博士（医学）  

生命理工医療科学専攻  ――――――――

―  

博士（理学）、博士

（工学）、博士（保

健学）又は博士（口

腔保健学）  

保健衛生

学研究科  

看護先進科学専攻  修士（看護学）  ――――――――

―  

※印は複合系コース  

＊印は第２条第３項に規定する国際連携専攻を示す。  

(2) 専門職学位  

学院  系・コース等  授与する学位（専攻分野）  

環境・社会理工学院  技術経営専門職学位課程  技術経営修士（専門職）  

別表３（第49条関係）  

学院  免許状の種類  免許教科  

理学院  中学校教諭専修免許状  数学、理科  

高等学校教諭専修免許状  数学、理科  

工学院  高等学校教諭専修免許状  情報、工業  

物質理工学院  中学校教諭専修免許状  理科  

高等学校教諭専修免許状  理科、工業  

情報理工学院  中学校教諭専修免許状  数学  

高等学校教諭専修免許状  数学、情報  

生命理工学院  中学校教諭専修免許状  理科  

高等学校教諭専修免許状  理科  

環境・社会理工学院  高等学校教諭専修免許状  工業  

 



○東京科学大学大学院学修規程  

令和６年10月１日  

規程第94号  

（趣旨）  

第１条 東京科学大学大学院（以下「大学院」という。）の修士課程、博士課程及

び専門職学位課程における学修については、東京科学大学大学院学則（令和６年

学則第２号。以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規程によ

る。  

（研究指導）  

第２条 学院に所属する学生が大学院において教育を受けるためには、その所属す

る系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程（以下「コー

ス等」という。）を担当する教員を指導教員としなければならない。  

２ 学修上の理由があるときは、許可を得て、指導教員を変更することができる。  

３ 研究科においては、研究指導を行うことができる教員を別に定める。  

（授業科目及び単位数等）  

第３条 大学院の授業科目及び単位数は、各学院若しくは各研究科（以下「各学院

等」という。）又は学長が認める教育課程の定めるところによる。  

２ 各学院等は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて体系的に編

成するものとし、修了要件として修得を必要としている授業科目のほか、修了要

件に算入しない授業科目を置くことができる。  

３ 学院において必要と認める場合は、前項の授業科目のほか、選択必修科目を設

けて、体系的に編成することができる。  

４ 授業科目及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。  

（単位の計算方法及び授業期間）  

第４条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。  

一 講義及び演習については、15時間以上30時間以内の別に定める時間数の授業

をもって１単位とする。  

二 実験、実習、製図及び実技については、30時間以上45時間以内の別に定める

時間数の授業をもって１単位とする。  

２ 各授業科目の授業は、各学院では、各クォーター（大学院学則第10条第２項に

基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。）において８週にわたる期間を

単位として行うものとし、各研究科では、各学期において10週又は15週にわたる

期間を単位として行うものとする。ただし、教育上の必要があり、かつ、十分な

教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。  

（履修申告及び再履修）  

第５条 学生は、所定の期間内に、履修申告を行うものとする。  

２ 学生は、第７条第２項の規定により不合格となった授業科目を再履修すること

ができる。  



３ 履修申告及び再履修に関し必要な事項は、別に定める。  

（履修申告の上限単位数）  

第６条 専門職学位課程の学生の履修申告は、各学期22単位を上限とする。ただし、

学院への入学時において次の各号のいずれかに該当すると見込まれる学生にあっ

ては、各学期30単位を上限とすることができる。  

一 大学院学則第６条第３項の規定により、標準修業年限を１年とされる者  

二 大学院学則第46条第２項の規定により、１年在学したものとみなされる者  

２ 医歯学総合研究科の医学又は歯学を履修する博士課程の学生のうち、大学院学

則第７条に規定する長期履修学生の履修申告は、各年度12単位を上限とする。  

（授業科目の履修の認定及び学修の評価）  

第７条 授業科目の履修の認定は、授業の目的、形態又は内容に応じ、平常の学修

成果や試験等の評価により、総合的に行う。  

２ 前項の規定による評価は、100点満点をもって表し、60点以上を合格とする。

ただし、点数をもって評価しがたい場合は、合格（到達目標を最低限達成してい

る。）及び不合格（到達目標を達成していない。）の評価をもってこれに代える

ことがある。  

３ 前項の評価基準は、次の表のとおりとする。  

評価基準  評価  単位認定  

当該科目の到達目標を期待された水準を超えて達成した  90～100 合格  

当該科目の到達目標を全て達成した  80～89 

当該科目の到達目標を概ね達成した  70～79 

当該科目の到達目標のうち最低限を達成した  60～69 

当該科目の到達目標を達成していない  0～59 不合格  

４ 第２項の評価により合格した者には、学期ごとに所定の単位を与える。なお、

既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。  

５ 学生は、第２項の評価の結果に疑義があるときは、別に定めるところにより、

成績の確認又は不服申立てを行うことができる。  

６ 前各項のほか、授業科目の履修の認定及び学修の評価に関し必要な事項は、別

に定める。  

（学修の評価におけるGrade Point制度）  

第８条 Grade Point（以下「GP」という。）とは、前条の学修の評価に基づき算

出される０又は0.5から4.5までの数値をいう。  

２ GPは、次の計算式により算出するものとする。ただし、学修の評価が59点以下

の授業科目については「０」とする。  

GP＝（学修の評価－55）／10 

３ Grade Point Average（以下「GPA」という。）は、個々の学生の学習到達度

を計る数値であって、履修申告した授業科目ごとのGPに単位数を乗じ、その総和

を履修申告した授業科目の単位数の総和で除して算出されるものをいう。  



４ Grade Point Total（以下「GPT」という。）とは、履修申告した授業科目ごと

のGPに単位数を乗じ、その総和を特定の値で除して算出されるものをいう。  

５ 前各項のほか、GP、GPA及びGPTに関し必要な事項は、別に定める。  

（試験等）  

第９条 第７条第１項に定める試験等は、学院における期末試験及び独自に実施す

る試験等並びに研究科における本試験、追試験及び再試験とする。  

２ 試験方法は、授業の目的、形態に応じ、授業担当教員が決定する。  

３ 本試験をやむを得ない理由により受けられなかった者については、別に定める

ところにより、追試験を行うことがある。  

４ 本試験又は追試験を受験し、第７条第２項の評価に合格しなかった者について

は、別に定めるところにより、再試験を行うことがある。  

５ 前各項のほか、試験等に関し必要な事項は、別に定める。  

（他の大学院における授業科目の履修等）  

第１０条 学生は、大学院学則第41条第１項の規定に基づき、他の大学の大学院（次

項において「他大学大学院」という。）の授業科目の履修を希望する場合は、所

定の書類により所定の期間内に、所属する学院の長又は研究科の長に申請し、許

可を受けなければならない。この場合において、学院に所属する学生においては、

所属する学院の長への申請に先立ち、当該授業科目の授業担当教員の承認を得た

上で、必要に応じて、指導教員及びコース主任又は技術経営専門職学位課程主任

の承認を得るものとする。  

２ 履修を許可された者は、授業に関する諸事項については、当該授業科目を開設

する他大学大学院の指示に従うものとする。  

３ 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は、所属する学院又は研究科の判

断により、修士課程、博士課程又は専門職学位課程いずれかの修了の要件の単位

として認める。  

（外国の大学における授業科目の履修等）  

第１１条 大学院学則第41条第２項の規定に基づき、外国の大学における授業科目

の履修等を希望する場合の取扱いについては、別に定める。  

（入学前の既修得単位の認定）  

第１２条 大学院学則第42条の規定による単位認定を願い出た学生がある場合は、

各学院等において教育上有益と認めるときは、認定することができる。  

（修士論文、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等）  

第１３条 修士論文（大学院学則第43条第２項の規定による特定の課題についての

研究の成果を含む。）、博士論文及びプロジェクトレポートの審査等については、

東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）、東京科学大学大学院の学院にお

ける修士、博士及び修士（専門職）学位審査等取扱細則（令和６年細則52号）及

び各学院等が定める関連内規等の定めるところによる。  

（修士課程、博士課程又は専門職学位課程における単位の修得）  

第１４条 大学院学則第43条から第46条までに規定する各課程の修了の要件とし

て定める単位の修得については、学院については東京科学大学大学院の学院にお



ける学修に関する細則（令和６年細則第50号）に、研究科については東京科学大

学大学院の研究科における学修に関する細則（令和６年細則第51号）に、それぞ

れ定める。  

（博士課程への進学）  

第１５条 大学院学則第17条に規定する進学にあたっては、各学院等が行う選考試

験に合格していなければならない。  

（広域学修制度）  

第１６条 本学に、学生の選択したコース等又は所属する専攻における専門分野以

外の分野における幅広い教養及び専門力の涵養を目的として、広域学修制度を設

ける。  

２ 前項の広域学修制度の目的を達成するため、本学に、学生が広域な学修を可能

とするプログラムを置くものとする。  

３ 前項のプログラムは、次の各号に掲げるプログラムに分類するものとし、その

趣旨は当該各号に定めるものとする。  

一 挑戦的学修プログラム 新たな分野の学修に挑むことで、分野を横断した多

様な素養及び幅広い視野や見識を身につけた人材を養成する。  

二 特別専門学修プログラム 分野横断的、かつ、機動的に編成された教育拠点

において、プロジェクト的に、大学院課程の異なる専門分野を有機的に連携し

た教育を実施し、先端的分野や社会の課題に対応できる実務的人材を養成する。 

三 副専門学修プログラム 学生が選択したコース等又は所属する専攻における

高度な専門知識の体系的な修得のほか、選択したコース等又は所属する専攻以

外の分野の広範な知識・技能の修得により、複眼的並びに学際的及び俯瞰的な

視点を有する人材を養成する。  

４ 前項の分類に基づき置かれるプログラムの履修要件等については、別に定める。 

（雑則）  

第１７条 この規程に定めるもののほか、大学院の修士課程、博士課程及び専門職

学位課程における学修に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる規程は、廃止する。  

一 東京工業大学大学院学修規程（平成16年規程第12号）  

二 東京医科歯科大学大学院GPA制度に関する要項（平成24年３月12日制定）  

３ 令和６年９月30日において現に東京医科歯科大学の各研究科に在学する者（以

下「在学者」という。）及び令和６年10月１日以降在学者の属する学年に再入学、

転入学又は編入学する者が適用するGPA制度については、第８条の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。  

 



○東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則  

令和６年10月１日  

細則第51号  

（趣旨）  

第１条 この細則は、東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第94号。以下「大

学院学修規程」という。）第17条の規定に基づき、東京科学大学大学院に置く医

歯学総合研究科及び保健衛生学研究科における授業科目の履修等に関し必要な事

項を定めるものとする。  

第２条 削除  

（授業）  

第３条 授業は、講義、演習、実験又は実習により行う。  

２ 授業科目は、必修科目又は選択科目とする。  

（１単位当たりの授業時間）  

第４条 大学院学修規程第４条に定める１単位当たりの授業時間は、次のとおりと

し、授業科目ごとに設定する。  

一 医歯学総合研究科  

イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで  

ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで  

二 保健衛生学研究科  

イ 講義及び演習については、15時間から30時間まで  

ロ 実験及び実習については、30時間から45時間まで  

２ 前項の授業時間の設定においては、次の事項に配慮しなければならない。  

一 学習目標を十分に満たすこと。  

二 自主的学修時間の確保  

（雑則）  

第５条 この細則に定めるもののほか履修に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  

１ この細則は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京医科歯科大学大学院履修規則（平成22年規則第42号。以下「旧規則」とい

う。）は、廃止する。  

３ この細則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京医科歯

科大学の各研究科に在学する学生（以下「在学者」という。）であって、施行日

以後、引き続き東京科学大学の各研究科に在学する者に係る授業科目の履修等に

ついては、旧規則の規定は、なお効力を有する。  

附 則（令6.11.5細77）  

この細則は、令和６年11月５日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則の規定は、令和６年10月１日から適用する。  

附 則（令7.5.9細13）  

この細則は、令和７年５月９日から施行し、改正後の東京科学大学大学院の研究

科における学修に関する細則の規定は、令和７年４月１日から適用する。  



○東京科学大学大学院保健衛生学研究科修士課程学修内規 

 

令和７年 11 月５日 

保健衛生学研究科長制定 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下

「大学院学則」という。）第 31 条、東京科学大学大学院学修規程（令和

６年規程第 94 号。以下「学修規程」という。）第３条及び第７条並びに

東京科学大学大学院の研究科における学修に関する細則（令和６年細則第

51 号。以下「学修細則」という。）第５条の規定に基づき、大学院保健衛

生学研究科修士課程における授業科目の履修に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（授業科目の区分） 

第２条 大学院保健衛生学研究科修士課程の授業科目は、次に掲げる主科目

及び副科目とする。 

一 主科目は、所属分野が開設する授業科目とする。 

二 副科目は、前号以外の授業科目及び共通科目とする。 

２ 大学院保健衛生学研究科修士課程の授業科目及び修得すべき単位数は、

別表に定めるものとする。 

（履修届） 

第３条 学生は、別表に定める授業科目のうちから、履修しようとする授業

科目を所定の期日までに届け出なければならない。 

（追加履修） 

第４条 履修科目の追加を行う学生は、各年度当初に定められた期日までに

届け出なければならない。 

（履修取消し） 

第５条 履修登録済みの授業科目のうち、履修を継続しない科目について

は、本人からの願い出により取り消すことができる。 

２ 履修取消しを行う学生は、集中講義科目以外の授業科目については各授業

科目の第５回目の講義開始までに、集中講義科目については当該科目の履修

期間内に、別に定める履修登録科目取消願により研究科長に願い出るものと

する。ただし、MPH 科目は３日目の講義開始前までとする。 

３ 前２項によらず、科目責任者の判断により履修取消しを認める場合があ

る。 

（授業方法等） 

第６条 授業方法、内容及び１年間の授業計画は、履修要項において明示す

るものとする。 

（成績評価） 



第７条 成績評価について不服がある学生は、所定の期日までに所定の申立

書を教育推進部教務課湯島教務室に提出しなければならない。 

（再履修） 

第８条 不合格の評価を得た科目については、所定の手続により再履修でき

るものとする。 

２ 再履修した科目の成績については、再履修をした年度の成績をもって評

価する。 

（再入学の単位認定） 

第９条 大学院学則第 21 条に基づき再入学を許可された者の本学大学院にお

ける既修得単位については、別表に定める科目の一部又は全部を認定す

る。 

（雑則） 

第１０条 この内規に定めるもののほか、保健衛生学研究科修士課程におけ

る授業科目の履修に関する必要事項は、研究科委員会において別に定め

る。 

附 則 

１ この内規は、令和８年４月１日から施行する 

２ 東京科学大学大学院保健衛生学研究科博士課程学修内規（令和７年５月

９日保健衛生学研究科長制定）は、廃止する。 

 

別表 

（１）  大学院保健衛生学研究科修士課程看護先進科学専攻 

 

科目区分 授業科目の名称 単位数 

専門科目 基礎看護開発学 ヘルスサービスリサーチ看護学特論Ⅰ  

ヘルスサービスリサーチ看護学演習Ⅰ  

公衆衛生看護学特論Ⅰ  

公衆衛生看護学演習Ⅰ  

２ 

２ 

２ 

２ 



臨床看護開発学 成人看護学特論Ⅰ  

成人看護学演習Ⅰ  

精神保健看護学特論Ⅰ  

精神保健看護学演習Ⅰ  

小児・家族発達看護学特論Ⅰ 

小児・家族発達看護学演習Ⅰ  

リプロダクティブヘルス看護学特論Ⅰ  

リプロダクティブヘルス看護学演習Ⅰ  

助産学概論＊ 

リプロダクティブ＆ウィメンズヘルス＊ 

周産期・新生児生理病態学＊ 

助産診断・技術学Ⅰ＊ 

助産診断・技術学Ⅱ＊ 

助産診断・技術学Ⅲ＊ 

助産診断・技術学Ⅳ＊ 

周産期ハイリスク管理＊ 

女性と母子の薬理＊ 

周産期技術演習＊ 

地域国際母子保健＊ 

助産管理＊ 

周産期助産学実習Ⅰ＊ 

周産期助産学実習Ⅱ＊ 

ウィメンズヘルス・NICU実習＊ 

助産マネジメント実習＊ 

総合管理・継続実習＊ 

在宅・緩和ケア看護学特論Ⅰ  

在宅・緩和ケア看護学演習Ⅰ  

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

４ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 

３ 

５ 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 



専門科目 先導的看護シス

テム開発学 

 

国際看護開発学特論Ⅰ  

国際看護開発学演習Ⅰ  

看護管理・高齢社会看護学特論Ⅰ  

看護管理・高齢社会看護学演習Ⅰ  

災害看護学特論Ⅰ 

災害看護学演習Ⅰ 

災害看護学インターンシップ 

クリティカルケア看護学特論Ⅰ 

クリティカルケア看護学演習ⅠA 

クリティカルケア看護学演習ⅠB 

急性・重症患者フィジカルアセスメント 

急性・重症患者治療管理論 

クリティカルケア高度実践実習 A 

クリティカルケア高度実践実習 B 

クリティカルケア高度実践実習 C 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

３ 

４ 

３ 

必修科目 看護学研究法特論  

看護理論  

特別研究Ⅰ  

特別研究Ⅱ  

２ 

１ 

４ 

４ 

共通科目（看護系） 看護管理学特論  

看護政策学特論  

家族看護学特論  

看護情報統計学特論  

看護教育学特論  

国際看護研究方法論 

看護倫理  

コンサルテーション論 

フィジカルアセスメント 

臨床薬理学 

病態生理学 

インディペンデントスタディＡ 

インディペンデントスタディＢ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

共通科目

（看護系

以外） 

グローバル健康

医学科目 

疫学入門 

社会疫学 

保健医療システム・マネジメント 

グローバルヘルス  

母子保健学  

行動科学  

２ 

２ 

２ 

４ 

２ 

２ 



地球環境と健康 ２ 

臨床疫学科目 疫学基礎  

生物統計学基礎  

生物統計学応用Ⅰ  

生物統計学応用Ⅱ  

臨床試験方法論基礎  

臨床試験方法論応用  

口腔疫学基礎  

疫学応用 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

その他科目 生命理工学概論（英語） ２ 

 

１ 下記に示す修了要件単位を全て修得し、修士論文の審査及び最終試験に合

格すること。ただし、教育研究分野の改組等に伴う所属異動の場合には、異

動前の所属教育研究分野が開設する授業科目の履修をもって、所属教育研究

分野が開設する授業科目の履修とみなす。 

一 所属教育研究分野の特論Ⅰより２単位 

二 所属教育研究分野の演習Ⅰ又はⅠA 又はⅠB より２単位 

三 看護学研究法特論２単位及び看護理論１単位 

四 特別研究Ⅰ４単位及び特別研究Ⅱ４単位 

五 一～四を除く授業科目より 15 単位以上（ただし、共通科目（看護系）は

７単位以上修得することとする。） 

２  助産師関係科目（＊）は、助産師教育コースを履修する学生が選択できる

授業科目とする。 

３  助産師教育コースを履修する学生は、助産師関係科目（＊）31 単位を修

得し、あわせて第１項の修了要件を満たすものとする。 

 

（２）人間医療科学技術コース科目 

授業科目の名称 単位数 

人間医療科学技術修士論文研究計画論第一 *2 

人間医療科学技術修士論文研究計画論第二 *2 

人間医療科学技術実践プロジェクト *2 

人間医療科学技術他分野専門基礎第一 *1 

人間医療科学技術他分野専門基礎第二 *1 

人間医療科学技術概論第一 *1 

人間医療科学技術概論第二 *1 

先端人間医療科学技術第一 *1 

先端人間医療科学技術第二 *1 

デザイン創造基礎 *1 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 



 

１ これらの科目は、人間医療科学技術コースを履修する学生が選択できる授

業科目とする。 

２ ＊1 及び 2：人間医療科学技術コースを履修する学生は、看護先進科学専

攻の修了要件を満たし、人間医療科学技術コース科目から選択科目（＊1）

を 3 単位以上かつ必修科目（＊2）を全て履修し、単位を修得した場合、人

間医療科学技術コースに関する学修成果を認定する。 

 

 

 



○東京科学大学学位規程  

令和６年10月１日  

規程第91号  

（趣旨）  

第１条 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条第１項の規定に基づき、東京

科学大学（以下「本学」という。）が授与する学位については、東京科学大学学

則（令和６年学則第１号）及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。

以下「大学院学則」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところに

よる。  

（学位及び専攻分野の名称）  

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び修士（専門職）とす

る。  

２ 学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記するも

のとする。  

学位  専攻分野の名称  

学士  理学  

工学  

医学  

看護学  

保健学  

歯学  

口腔保健学  

修士  理学  

工学  

医科学  

歯科学  

医療管理学  

医療政策学  

グローバル健康医学  

看護学  

保健学  

口腔保健学  

学術  

博士  理学  

工学  

技術経営  

医学  

歯学  



数理医科学  

看護学  

保健学  

口腔保健学  

学術  

修士（専門職）  技術経営  

（学士の学位授与の要件）  

第３条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。  

（修士の学位授与の要件）  

第４条 修士の学位は、修士課程を修了した者に授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、修士の学位は、大学院保健衛生学研究科看護先進科

学専攻の一貫制博士課程において、修士課程の修了に相当する要件を満たした者

にも授与することができる。  

（博士の学位授与の要件）  

第５条 博士の学位は、博士課程を修了した者に授与する。  

２ 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う学位論文審査に合

格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すること

を確認された者にも授与することができる。  

（修士（専門職）の学位授与の要件）  

第６条 修士（専門職）の学位は、専門職学位課程を修了した者に授与する。  

（学位論文又はレポート等の提出）  

第７条 修士及び第５条第１項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学

位論文（大学院学則第43条第２項の規定による特定の課題についての研究の成果

を含む。以下同じ。）に所定の書類を添えて、又は修士（専門職）の学位の授与

を申請する者は、特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート（以下「レ

ポート」という。）に所定の書類を添えて、所属する学院又は研究科の長を経て、

学長に提出するものとする。  

２ 第５条第２項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学位論文に所定

の書類を添えて、学長に提出するものとする。  

３ 第５条第２項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、別に定める論文

審査手数料を納付しなければならない。  

４ 第１項又は第２項の規定により提出した申請書類及び前項の規定により納付し

た論文審査手数料は、返還しない。  

（審査機関等）  

第８条 修士、博士及び修士（専門職）の学位に係る審査は、学院教授会又は研究

科委員会において行うものとする。  

２ 学長は、前条第１項の規定により学位論文又はレポートの提出があったときは、

申請者の所属する学院又は研究科の長に審査を付託するものとする。  

３ 学長は、前条第２項の規定により学位論文の提出があったときは、学院又は研



究科を指定し、当該学院長又は研究科長に審査を付託するものとする。  

（審査委員会）  

第９条 学院長又は研究科長は、前条第２項又は第３項の規定により学位論文又は

レポートの審査を付託されたときは、学院長は申請者が選択するコースのコース

担当教員会議に、研究科長は研究科委員会に、それぞれ審査員の指名及び審査委

員会の設置を依頼するものとする。  

２ コース担当教員会議又は研究科委員会は、学位論文又はレポートごとに、本学

の教員３人以上の審査員を指名し、審査委員会を設置するものとする。この場合

において、審査員のうち１人を審査員主査として指名するものとする。  

３ 学院長又は研究科長は、専攻分野に応じて特に必要と認めるときは、あらかじ

め３人を超える審査員の数を指定して、審査員の指名を依頼することができる。  

４ 指名した審査員主査及び審査員について、コース担当教員会議は学院長及び学

院教授会に、研究科委員会は研究科長に報告する。  

５ 前各項の規定にかかわらず、国際連携専攻にあっては、前条第２項の規定によ

り学位論文審査を付託された研究科長は、共同で教育課程を編成した外国の大学

院（以下「国際連携大学」という。）と協議の上、学位論文ごとに選出する審査

員で構成される合同の審査委員会を設置するものとする。  

６ 第２項及び前項の審査員として指名又は選出できる者については、学院長又は

研究科長が別に定める。  

（審査期間）  

第１０条 第４条及び第６条の規定に係る学位論文又はレポートの審査期間は３月

以内、第５条の規定に係る学位論文の審査期間は１年以内とする。ただし、特別

の事情があるときは、学院教授会又は研究科委員会の議を経て審査期間を延長す

ることができる。  

（最終試験及び学力の確認）  

第１１条 大学院学則第43条から第45条までの規定による最終試験及び第５条第

２項の規定による学力の確認は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを

確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆答により

行うものとする。  

２ 大学院学則第46条に規定する専門職学位課程の修了のための学力の確認につい

ては、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、レポート

の発表及びレポートに関連のある学術分野について口頭又は筆答による最終試験

を行うものとする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、国際連携専攻における最終試験は、学位論文に関

連のある学術分野についてのみ行う。  

（審査等の結果報告）  

第１２条 学位論文又はレポートの審査が終了したときは、審査員主査は、その結

果に第４条、第５条第１項又は第６条の規定による者については最終試験の結果

を、第５条第２項の規定による者については学力の確認の結果を添えて、学院教

授会又は研究科委員会に報告しなければならない。  



（学位授与の審議）  

第１３条 学院教授会又は研究科委員会は、前条の規定による報告を基にして、修

士、博士及び修士（専門職）の学位を授与すべきか否かを審議する。  

（博士の学位授与の審議）  

第１４条 博士の学位授与の審議については、学院教授会又は研究科委員会の構成

員の３分の２以上の出席を必要とし、かつ、審議結果を可とするには、可とする

者が当該出席者の３分の２以上でなければならない。  

２ 学院教授会又は研究科委員会が特に認めた事由で出席できない者は、前項の構

成員数に算入しない。  

（学位授与の審議の結果報告）  

第１５条 学院教授会又は研究科委員会において、修士、博士及び修士（専門職）

の学位授与に関する審議を行ったときは、学院長又は研究科長は、学位審査及び

最終試験又は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。  

（学位の授与）  

第１６条 学長は、前条の報告に基づき、修士、博士及び修士（専門職）の学位授

与の可否を決定し、当該結果を申請者に通知する。  

２ 学長は、学位を授与すべき者には、学位記を授与する。  

（学位記の様式）  

第１７条 学位記の様式は、別紙のとおりとする。  

（論文要旨等の公表）  

第１８条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日か

ら３月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び学位論文審査

の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。  

第１９条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年

以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、

当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。  

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由が

ある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に

代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本

学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。  

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、本学の協力を得

てインターネットの利用により行うものとする。  

（学位の名称）  

第２０条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付

記するものとする。ただし、国際連携専攻に係る学位にあっては本学名に加えて、

国際連携大学名を付記するものとする。  

（学位授与の取消し）  

第２１条 学位を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、

学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、

学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。  



一 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。  

二 学位の栄誉を汚す行為があったとき。  

２ 前項の審議を行う場合の定足数及び議決については、第14条の規定を準用する。 

（学位授与の報告）  

第２２条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、当該学位を授与し

た日から３月以内に、文部科学大臣に報告するものとする。  

（雑則）  

第２３条 この規程に定めるもののほか、学位審査等に関し必要な事項は、別に定

める。ただし、国際連携専攻にあっては、国際連携大学と協議し、別に定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる規程及び規則は、廃止する。  

一 東京工業大学学位規程（平成16年規程第13号。以下「旧東工大規程」という。） 

二 東京医科歯科大学学位規則（平成16年規則第56号。以下「旧医科歯科大規則」

という。）  

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京工業大学

学部又は東京医科歯科大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻に所属する学

生であって、施行日以降、引き続き東京科学大学に在学する学生については、当

該学生が東京科学大学に在学しなくなるまでの間、旧東工大規程又は旧医科歯科

大規則の規定は、なおその効力を有する。  

附 則（令7.3.7程29）  

この規程は、令和７年３月７日から施行し、改正後の東京科学大学学位規程の規

定は、令和６年10月１日から適用する。  



 



 



 



 



 



 



 



別紙  

 



○東京科学大学大学院学位論文等審査基準  

令和６年10月１日  

制定  

（趣旨）  

第１条 東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）第23条の規定に基づき、東

京科学大学（以下「本学」という。）において授与する修士、博士及び修士（専

門職）の学位に係る学位論文（東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号）

第43条第２項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。）

又は特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート（以下「レポート」と

いう。）の審査基準について定める。  

（修士）  

第２条 修士の学位に係る学位論文審査では、本学学位授与の方針（ディプロマポ

リシー）等を踏まえ、学位論文の内容が、次に掲げる要件を満たし、当該研究領

域において、十分な研究能力を修得しているかという観点で審査する。  

一 研究目的の適切性  

当該研究領域に関する基礎的な知識を有し、先行研究を十分に理解・検討し

た上で、意義のある研究目的が適切に設定されているか。  

二 研究方法の適切性  

高い倫理観に裏打ちされた、適切な研究計画、研究方法となっているか。  

三 考察の適切性  

得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切な考察がなされた上で、論

理一貫性をもって記述できているか。  

（博士）  

第３条 博士の学位に係る学位論文審査では、本学学位授与の方針（ディプロマポ

リシー）等を踏まえ、学位論文の内容が、次に掲げる要件を満たし、当該研究領

域において、自立した研究者として高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を修得しているかという観点で審査する。  

一 研究目的の先駆性・独創性  

当該研究領域に関する多面的かつ専門的な知識を有し、先行研究を十分に理

解・検討した上で、先駆的又は独創的な発想に基づき研究目的が設定されてい

るか。  

二 研究の社会的意義  

当該研究領域の発展に寄与し、人類の健康と福祉や、知的発展への貢献につ

ながる研究内容であるか。  

三 研究方法の倫理性・論証性  

研究計画、研究方法が、高い倫理観と幅広い視野に基づき策定されたもので

あり、十分な論証性を備えているか。  

四 考察の俯瞰性  

得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切かつ十分な考察がなされた

上で、論理一貫性をもって記述できているか。また、当該分野における研究成



果の貢献と、今後の学問的・社会的発展性に関して、俯瞰性を備えた記述とな

っているか。  

（修士（専門職））  

第４条 修士（専門職）の学位に係るレポート審査では、本学学位授与の方針（デ

ィプロマポリシー）等を踏まえ、レポートの内容が、次に掲げる要件を満たし、

当該研究領域において、十分な研究能力を修得しているかという観点で審査する。 

一 研究目的の適切性  

当該研究領域に関する基礎的な知識を有し、先行研究を十分に理解・検討し

た上で、イノベーション実現のための実践力を習得するために意義のある研究

目的が適切に設定されているか。  

二 研究方法の適切性  

高い倫理観に裏打ちされた、適切な研究計画、研究方法となっているか。  

三 考察の適切性  

得られた研究データ・結果を正しく評価し、適切な考察がなされた上で、論

理一貫性をもって記述できているか。  

附 則  

１ この基準は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京医科歯科大学大学院学位論文審査基準（平成27年２月17日制定）は、廃止

する。  

 



○東京科学大学大学院保健衛生学研究科委員会修士（看護学）に係る学位論文審

査及び試験内規  

令和７年10月８日  

保健衛生学研究科長制定  

（趣旨）  

第１条 この内規は、東京科学大学学位規程（令和６年規程第91号）第23条の規定

に基づき、東京科学大学大学院保健衛生学研究科（以下「本研究科」という。）

における修士（看護学）の学位論文の審査及び試験に関し必要な事項を定めるも

のとする。  

（学位論文提出の資格）  

第２条 学位論文提出の資格を有する者は、本研究科看護先進科学専攻に在学する

学生で、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学院学則」と

いう。）第３条第２項第２号に規定する博士課程に１年６月以上在学し、原則と

して、大学院学則第45条第４項に規定する所定の単位中26単位以上を修得した者

とする。  

（学位論文）  

第３条 学位論文は、「要旨、背景、方法、結果、考察、文献」の順に記載された、

課題研究の成果等に基づく高度な学術的内容を含む提出者単独の著作を原則とす

る。ただし、共著の場合については、提出者が筆頭者となったものであって、か

つ、公表されたものに限り、学位論文とすることができる。  

（学位論文に添付する書類）  

第４条 学位論文に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、参

考として他の論文を添付することができる。  

一 申請書（別紙様式１）  

二 履歴書（別紙様式２）  

三 論文目録（別紙様式３）  

四 学位論文要旨（１千字以内）  

五 審査員 候補者記入表（別紙様式４）  

（課題研究報告書）  

第５条 看護先進科学専攻における学位論文審査は、課題研究報告書の審査に代え

ることができる。  

２ 課題研究報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。  

一 申請書（別紙様式１）  

二 履歴書（別紙様式２）  

三 課題研究目録（別紙様式３）  

四 課題研究報告書要旨（１千字以内）  

五 審査員候補者記入表（別紙様式４）  

３ 課題研究報告書の審査は、学位論文審査に準じて行う。  

（審査委員会）  

第６条 審査委員会は、主査１人及び副査２人により構成する。  



２ 主査は、本研究科の教授のうちから選出する。ただし、主指導教員及び副指導

教員は、主査となることはできない。  

３ 副査は、博士の学位を有する本学の教授、准教授、講師及び助教のうちから選

出する。ただし、主指導教員及び副指導教員については、副査となることはでき

ない。  

４ 前項ただし書にかかわらず、本研究科研究科委員会（以下「研究科委員会」と

いう。）で特に必要と認めたときは、副指導教員は、副査になることができる。  

５ 副査のうち１人以上は教授又は准教授とする。  

６ 必要があるときは、第１項に定める者のほか、副査２人以内を加えることがで

きる。  

７ 研究科委員会は、本研究科教育委員会（以下「教育委員会」という。）で選出

された審査員候補者について審議し、審査委員会を設置する。  

８ 審査委員会は、学位論文の審査を行う。  

９ 前項の審査は、学位論文提出者及び審査委員会審査員が一堂に会して、公開で

行う。  

１０ 審査委員会が必要と認めた場合には、学位論文の訳文及び標本等の提出を求

めることができるほか、審査員以外の者の出席を求め質疑を行うことができる。  

（最終試験）  

第７条 審査委員会は、学位論文の審査を終了した後、専攻分野の学識及び外国語

能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、

口頭又は筆答による最終試験を行う。  

２ 最終試験の期日、内容及び問題等最終試験の方法は、審査委員会が決定する。  

（審査委員会の報告）  

第８条 審査委員会は、研究科委員会において審査委員会が設置された後３月以内

に、学位論文の審査及び最終試験を行い、研究科委員会に審査結果を報告するも

のとする。  

２ 審査結果の報告は、審査報告書に次の各号に掲げる書類を添付して行うものと

する。  

一 学位論文の内容の要旨（１千字以内）  

二 学位論文の審査の要旨（４百字以内）  

三 最終試験の結果の要旨  

３ 前項第３号の最終試験の結果の要旨には、最終試験の方法と結論の要旨を記載

するものとする。  

（研究科委員会の審議）  

第９条 研究科長は、前条の審査報告を受けた後、研究科委員会を開催し、学位授

与の可否について審議するものとする。  

２ 研究科長は、研究科委員会開催日の７日前までに、次に掲げる書類を研究科委

員会委員に配付するものとする。  

一 学位論文の内容の要旨  

二 学位論文の審査の要旨（審査委員会主査名を記載したもの）  



三 最終試験の結果の要旨（審査委員会主査名を記載したもの）  

四 履歴書  

五 論文目録  

六 学位論文の写し  

３ 第１項の審議を行うには、研究科委員会委員の３分の２以上の出席を必要とす

る。  

４ 学位を授与できるものと議決するには、出席者の３分の２以上の賛成を必要と

する。  

５ 研究科委員会が特に認めた事由で出席できない者は、第３項の構成員数に算入

しない。  

（学位論文提出の時期）  

第１０条 学位論文は、各年度において教育委員会が定める日までに、所定の書類

を添えて提出するものとする。  

（適宜の処置）  

第１１条 学位論文の審査並びに試験等に関し、この内規を適用し得ない場合は、

研究科委員会の議を経て、適宜の処置をとるものとする。  

附 則  

１ この内規は、令和７年10月８日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和６

年10月１日から適用する。  

２ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科修士（看護学）に係る学位論文審査

及び試験内規（平成16年４月１日研究科長制定）は、廃止する。  



 



 



 



 



別紙様式１  

別紙様式２  

別紙様式３  

別紙様式４  

 



○東京科学大学におけるGPA制度に関する要項  

令和６年10月１日  

制定  

（趣旨）  

第１条 この要項は、東京科学大学学修規程（令和６年規程第88号。以下「学修規

程」という。）第７条第５項及び東京科学大学大学院学修規程（令和６年規程第

94号。以下「大学院学修規程」という。）第８条第５項の規定に基づき、東京科

学大学（以下「本学」という。）に置く学院並びに医学部、歯学部及び研究科に

おける学修の評価におけるGrade Point Average（以下「GPA」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

一 Grade Point（以下「GP」という。） 学修規程第７条第１項及び第２項並

びに大学院学修規程第８条第１項及び第２項に規定する履修申告した授業科目

の成績に基づき算出される０又は0.5から4.5までの数値をいう。  

二 Grade Point Average（以下「GPA」という。） 学修規程第９条第３項及び

大学院学修規程第８条第３項に規定する授業科目のGPと単位数の積の総和を

履修申告した授業科目の単位数の総和で除した数値をいう。  

三 クォーターGPA 各クォーターにおけるGPAをいう。  

四 学期GPA 各学期におけるGPAをいう。  

五 年度GPA 各年度におけるGPAをいう。  

六 通算GPA 在学期間におけるGPAをいう。  

（対象学生）  

第３条 GPA制度を適用する対象学生は、本学の学士課程、修士課程、博士課程及

び専門職学位課程に在学する全ての学生とする。ただし、工学部に在学する学生

を除く。  

（対象授業科目）  

第４条 GPA制度の対象とする授業科目（以下「対象授業科目」という。）は、各

課程において卒業又は修了の要件となる全ての授業科目とする。ただし、次に掲

げる授業科目は、対象としない。  

一 学修規程第６条第２項ただし書及び大学院学修規程第７条第２項ただし書の

規定により「合格」又は「不合格」をもって学修の評価を行う授業科目  

二 学修規程第９条から第12条まで並びに大学院学修規程第10条及び第12条の

規定により単位を認定された授業科目  

三 東京科学大学の学院における学修に関する細則（令和６年細則第48号）別表

に規定する研究関連科目、横断科目（教養科目）及び横断科目（専門科目）並

びに東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則（令和６年細則第50

号）別表に規定する講究科目、研究関連科目、横断科目（教養科目）及び横断

科目（専門科目）に分類される授業科目  



（GPAの算出方法）  

第５条 学院においては、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA及び通算GPAにつ

いて、全ての対象授業科目によるGPA並びに専門科目群及び教養科目群のGPAを

算出するほか、学院の学士課程の学生については、併せて授業科目区分ごとの対

象授業科目によるGPAを算出するものとする。  

２ 医学部、歯学部及び研究科においては、全ての対象授業科目による年度GPA及

び通算GPAを算出するものとする。  

３ 前２項のGPAは、次の各号の計算式により算出するものとし、その数値に小数

点以下第二位未満の端数があるときは、小数点以下第三位の値を四捨五入するも

のとする。  

一 クォーターGPA＝（当該クォーターに履修申告した対象授業科目のGP×単位

数）の総和／（当該クォーターに履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

二 学期GPA＝（当該学期に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（当該学期に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

三 年度GPA＝（当該年度に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（当該年度に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

四 通算GPA＝（在学期間に履修申告した対象授業科目のGP×単位数）の総和／

（在学期間に履修申告した対象授業科目の単位数）の総和  

（再履修科目の単位修得時の取扱い）  

第６条 不合格とされた授業科目を再履修し、単位を修得した場合は、当該科目の

不合格とされた成績をGPAの算出から除外し、修正するものとする。  

（GPAの成績証明書等への記載）  

第７条 学院においては、成績証明書及び学業成績書、医学部、歯学部及び研究科

においては成績証明書に、通算GPAを記載するものとする。  

２ 学院においては、教務Webシステムに、クォーターGPA、学期GPA、年度GPA

及び通算GPAを記載するものとする。  

（雑則）  

第８条 この要項に定めるもののほか、GPA制度の取扱いに関し必要な事項は、別

に定める。  

附 則  

この要項は、令和６年10月１日から施行する。  

附 則（令7.3.7）  

１ この要項は、令和７年４月１日から施行する。  

２ この要項の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、東京科学大

学の各学部に在学する学生（以下「在学者」という。）であって、施行日以後、

引き続き東京科学大学の各学部に在学する者（施行日以後に在学者の属する年次

に再入学、転入学又は編入学する者を含む。）に係る対象授業科目については、

改正前の東京科学大学におけるGPA制度に関する要項の規定は、なおその効力を

有する。  

附 則（令7.6.16）  



この要項は、令和７年６月16日から施行し、改正後の東京科学大学におけるGPA

制度に関する要項の規定は、令和７年４月１日から適用する。  

 



○東京科学大学学生の懲戒等に関する規程  

令和６年10月１日  

規程第122号  

（趣旨）  

第１条 この規程は、東京科学大学学則（令和６年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第45条第３項及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大

学院学則」という。）第58条第３項の規定に基づき、東京科学大学（以下「本学」

という。）における学生の懲戒及び教育的措置（以下「懲戒等」という。）に関

し必要な事項を定めるものとする。  

（基本的な考え方）  

第２条 懲戒等は、対象となる行為の態様、経緯、結果、影響等を総合的に判断し、

教育的配慮を加えて行うものでなければならない。  

２ 懲戒等によって学生に科せられる不利益は、過重なものとなってはならない。  

３ 懲戒等の取扱いについては、刑事訴追の有無を処分決定の絶対的な基準とはし

ないものとする。  

（懲戒等の対象となる行為）  

第３条 懲戒等の対象となる行為は、次に掲げるとおりとする。  

一 犯罪行為又は犯罪未遂行為  

二 国立大学法人東京科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規則（令

和６年規則第57号）第２条第７号に規定する行為  

三 国立大学法人東京科学大学情報倫理規則（令和６年規則第69号）第３条に規

定する行為  

四 試験における不正又は論文の作成における不正等学問的倫理に反する行為  

五 本学の教育研究活動を妨害する行為  

六 本学の名誉・信用を失墜させる行為  

七 本学の規則に違反する行為  

八 その他学生の本分に著しく反する行為  

（懲戒処分の種類及び内容）  

第４条 懲戒処分の種類及び定義は、次に掲げるとおりとする。  

一 退学 本学の学生としての身分を喪失させること。  

二 停学 ６月以下の期間を定めて、又は期間を定めずに、登校を禁じること。  

三 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。  

２ 停学期間の計算は、暦日によるものとする。  

３ 停学期間は、在学期間に算入する。ただし、卒業又は修了に係る在学期間の要

件においては、在学期間に算入しない。  

４ 停学期間が１月以内の場合には、前項ただし書の規定は適用しない。  

５ 停学又は訓告の懲戒処分を受けた学生は、学長に反省文を提出しなければなら

ない。  

（教育的措置）  

第５条 学院、学部及び研究科（以下「学院等」という。）の長（以下「学院長等」



という。）は、第３条に規定する行為を行った当該学院等に所属する学生が、懲

戒処分に相当しないとされた場合においても、学生の本分についての反省を促す

ため、当該学生に対し、次に掲げる教育的措置を行うことができる。  

一 厳重注意 口頭又は文書により、強く反省を求めること。  

二 注意 口頭又は文書により、反省を求めること。  

（停学期間中の措置）  

第６条 停学期間中の学生は、授業科目等の履修、定期試験等の受験、学位論文審

査の申請、大学施設の利用及び課外活動への参加をすることができない。ただし、

大学施設の利用については、学院長等が、特に必要と認めた場合は、許可するこ

とがある。  

２ 停学期間中の学生に対しては、当該学院等は、面談等により、更生に向けた指

導を適宜行うものとする。  

３ 前項に規定する面談等は、必要に応じカウンセラー等の専門家の協力を得て行

うことができるものとする。  

４ 停学期間中の休学の願い出は、受理しないものとする。  

（定期試験等における不正行為）  

第７条 定期試験等における不正行為を行った学生が、当該不正行為を行った学期

に受験した定期試験等は全て無効とし、当該学期に履修した授業科目の成績を０

点又は不合格とする。ただし、学期又は学年をまたぎ開講される授業科目の取扱

いは別に定める。  

２ 定期試験等における不正行為を行った学生は、当該不正行為を行った学期にお

いて、新たに授業科目の履修は認めないものとする。  

（謹慎）  

第８条 学生が懲戒に該当する行為を行ったことが明白であり、かつ、停学以上の

懲戒がなされることが確実である場合は、学長は、当該学生に懲戒等の決定前に

謹慎を命ずることができる。この場合において、謹慎開始日から懲戒等の決定し

た日までの間は懲戒に準じ、当該学生の登校等を禁止する。  

２ 謹慎の期間は、その全部又は一部を停学期間に通算することができる。  

（自宅待機）  

第９条 学院長等は、ハラスメントの防止その他の教育上の配慮が求められる場合

は、第３条に規定する行為を行ったことが明白な学生に対し、懲戒等が決定する

までの間、自宅待機を命じることができる。  

２ 学院長等は、自宅待機を命じた学生に、授業科目の履修、大学施設の利用及び

課外活動への参加を制限することができる。  

３ 自宅待機の期間は停学期間に含めないものとする。  

４ 自宅待機の期間中に謹慎に変更となる場合は、変更日から謹慎の扱いとする。  

（懲戒等の決定前の休学又は自主退学）  

第１０条 学長は、第３条に規定する行為を行った学生が、懲戒等の決定前に休学

又は退学を願い出た場合は、受理しないものとする。  

（調査委員会）  



第１１条 学院長等は、学生の懲戒等の対象となる事案について、事実の確認及び

当該学生を含む関係者への事情聴取（以下「事実調査」という。）を行うため、

調査委員会を置くものとする。  

２ 異なる学院等に所属する複数の学生が関与している事案については、当該学生

の所属する学院等で合同の調査委員会を置くことができる。合同の調査委員会を

置かない場合であっても、各学院等の調査委員会は、相互に連携して事実調査を

行うものとする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、第３条第２号に係る事案については、ハラスメン

ト対策委員会が行う事実調査をもって、同条第３号に係る事案については、情報

倫理委員会が行う事実調査をもって、調査委員会及び事実調査に代えるものとす

る。  

（学生懲戒審査委員会）  

第１２条 懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案（以下「処分

案」という。）、期間の定めのない停学の解除の可否及び不服申立の調査等につ

いて審議するため、学長の下に学生懲戒審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を置く。  

２ 審査委員会は、次に掲げる委員を持って組織する。  

一 理事のうちから学長が指名する者 １人  

二 副学長のうちから学長が指名する者 若干人  

三 学院を主担当する専任の教授のうちから学長が指名する者 １人  

四 大学院医歯学総合研究科、大学院保健衛生学研究科、医学部及び歯学部（以

下「研究科等」という。）に所属する専任の教授から学長が指名する者 １人  

五 学長が委嘱する学外有識者 １人  

六 その他学長が必要と認める者  

３ 審査委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。  

４ 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。  

５ 審査委員会には、必要に応じ班を設けることができる。  

６ 審査委員会は、必要があると認めた場合は、オブザーバーとして委員以外の者

の出席を求め、その意見を聞くことができる。  

（審査委員会に置ける議決）  

第１３条 審査委員会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開き、

議決することができない。  

２ 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。  

（懲戒等の手続）  

第１４条 学院長等は、学生について、懲戒等の対象となる事案が生じた場合は、

速やかに事実関係を把握し、審査委員会を通じて学長に報告するとともに、調査

委員会に、事実調査を行わせるものとする。  

２ 調査委員会は、調査に当たり当該学生に対し事情聴取を行うものとする。ただ

し、学生が心身の故障、身柄の拘束その他の事由により直接事情聴取を受けるこ



とができないときは、これに替えて文書による質問、照会等により事情聴取する

ことができる。  

３ 調査委員会は、事情聴取に際し、学生から補佐人の同席及び補佐人からの陳述

について求めがあった場合は、これに応じなければならない。ただし、事情聴取

の妨げになると調査委員会が認めた場合、補佐人の数を制限することができる。  

４ 調査委員会は、事情聴取に際し、当該学生に口頭又は文書により弁明する機会

を与えるものとする。ただし、学生が、正当な理由なく事情聴取に応ぜず、弁明

しない場合は、この権利を放棄したものとみなす。  

５ 学生は、本学が行う必要な調査については、誠実に協力しなければならない。  

６ 調査委員会は、事実調査の結果に基づき、調査結果報告書を作成し、学院長等

に報告するものとする。  

７ 学院長等は、前項の報告を受けたときは、審査委員会に調査結果報告書を報告

するものとする。  

８ 審査委員会は、前項の報告を受けたときは、学長に報告するとともに審査委員

会において処分案の審議を開始するものとする。  

９ 審査委員会は、処分案の審議に当たり、事実関係の再調査が必要と認めた場合

は、学生又は補佐人等から事情聴取を行うことができる。  

１０ 第２項及び第３項の規定は、前項の事情聴取について準用する。  

１１ 審査委員会は、処分案を作成し、学長に報告するものとする。  

１２ 学長は、前項の報告を受けたときは、審査委員会を通じて学院長等に処分案

を通知するものとする。  

１３ 学院長等は、前項の規定により通知を受けた処分案が懲戒処分を要するもの

であったときは、処分案の審議を教授会に付議し、審査委員会を通じてその審議

結果を学長に報告するものとする。この場合において、教授会の審議結果が審査

委員会の処分案と異なる場合は、その理由を付するものとする。  

（懲戒処分の決定）  

第１５条 学長は、前条第13項の報告に基づき、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要

する場合のその内容を決定し、審査委員会を通じて学院長等に通知するものとす

る。  

（懲戒等の告知）  

第１６条 懲戒等の効力は、学生に懲戒等を告知したときに生じるものとする。  

２ 懲戒処分の告知は、前条の通知を受けた学院長等が学生及び保護者等又は連絡

先人に懲戒処分通知書を交付して行うものとする。ただし、学生の所在を知るこ

とができない場合においては、公示送達又は他の適切な方法により行うものとす

る。  

３ 教育的措置の告知は、学院長等が学生に行うものとする。  

（懲戒処分の告示等）  

第１７条 学長は、懲戒処分を行ったときは、教育研究評議会に報告するとともに、

学生の氏名を伏して学内に告示するものとする。  

２ 学院長等は、教育的措置を行ったときは、教育研究評議会に報告するものとす



る。  

（懲戒に関する記録）  

第１８条 懲戒処分を行ったときは、学生の学籍簿の「特記事項」又は累加記録に

記載するものとする。  

（逮捕・勾留時の取扱い）  

第１９条 学生が逮捕・勾留され、学生からの事情聴取を行うことができない場合

においては、事情聴取及び弁明の機会が付与されないことにより学生の権利を損

なうことがないよう十分に配慮した上で懲戒等を行うことができる。  

（期間を定めない停学の解除）  

第２０条 学院長等は、期間を定めない停学の処分を受けた学生について、その反

省の程度及び学修意欲等を総合的に判断して、処分を解除することが妥当である

と認めた場合は、教授会の議を経て、審査委員会を通じて学長に対し、当該処分

の解除を申請することができる。  

２ 学長は、前項の申請があったときは、当該処分の解除の可否の審議を審査委員

会に依頼するものとする。  

３ 審査委員会は、当該処分の解除の可否を審議し、学長に報告するものとする。  

４ 学長は、前項の報告を受けたときは、審査委員会を通じて学院長等に審査委員

会の審議結果を通知するものとする。  

５ 停学処分解除の告知は、学院長等が学生に停学処分解除通知書を交付して行う

ものとする。  

６ 学長は、停学処分の解除を行ったときは、教育研究評議会に報告するものとす

る。  

７ 停学処分の解除を行ったときは、学生の学籍簿の「特記事項」又は累加記録に

記載するものとする。  

８ 期間を定めない停学は、６月を経過した後でなければ解除することができない

ものとする。  

（不服申立て）  

第２１条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由が

ある場合は、懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、文

書により、学長に対し、審査委員会を通じて不服申立てをすることができる。  

２ 学長は、前項の不服申立てを受理したときは、不服申立てを却下する場合を除

き、審査委員会の議を経て、速やかに再調査の要否を決定しなければならない。  

３ 前項において、学長が不服申立てを却下する場合又は再調査の必要がないと決

定した場合は、速やかに、当該学生に通知するものとする。この場合の通知は、

学院長等が学生に文書を交付して行うものとする。  

４ 第２項において、学長が再調査の必要があると決定した場合の調査等について

は、第14条から第18条までの規定を準用する。なお、当初の調査等を行った調査

委員会の委員となった者については、再調査等を行う調査委員会の委員とするこ

とはできない。  

５ 不服申立ては、懲戒処分の効力を妨げないものとする。  



（科目等履修生等の懲戒等）  

第２２条 この規程の規定は、科目等履修生、特別聴講学生、海外交流学生、海外

訪問学生、短期交流学生、大学院研究生及び特別研究学生の懲戒等について準用

する。  

（守秘義務）  

第２３条 学生の懲戒等に関する事項に関わった職員は、職務上知り得た情報を漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  

（事務）  

第２４条 学生の懲戒等に関する事務は、教育推進部学生支援課において処理する。 

（雑則）  

第２５条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒等に関し必要な事項は、別に

定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる規程等は、廃止する。  

一 東京工業大学学生の懲戒等に関する規程（平成24年規程第１号。以下「旧東

工大規程」という。）  

二 東京医科歯科大学における学生の懲戒に関する申合せ（平成20年２月８日申

合せ。以下「旧医科歯科大申合せ」という。）  

３ この規程の施行の日前にした行為に係る懲戒等については、旧東工大規程及び

旧医科歯科大申合せの規定は、なおその効力を有する。ただし、令和７年４月１

日以降、旧東工大規程の適用においては、この規程第12条の学生懲戒審査委員会

を、旧東工大申合せ第11条の学生懲戒審査委員会とみなし、旧医科歯科大申合せ

の適用においては、この規程第12条の学生懲戒審査委員会を、旧医科歯科大申合

せ６． (5)の懲戒委員会とみなす。  

 



 







 







 



 







○東京科学大学大学院長期履修規程  

令和６年10月１日  

規程第97号  

（趣旨）  

第１条 この規程は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学

院学則」という。）第７条第２項の規定に基づき、長期履修の制度（以下「長期

履修制度」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この規程において「長期履修」とは、大学院学則第６条に規定する標準修

業年限（以下「標準修業年限」という。）を超える一定の期間にわたり計画的に

教育課程を履修し修了することをいう。  

２ この規程において「長期履修学生」とは、長期履修を許可された学生をいう。  

３ この規程において「長期履修期間」とは、長期履修を許可する期間（在学中に

長期履修を許可された者にあっては、長期履修を許可される前の在学期間を含

む。）をいう。  

（長期履修の対象学生）  

第３条 長期履修を申請することができる者は、学院の博士後期課程若しくは研究

科の博士課程又は専門職学位課程の学生であって、標準修業年限内での修業が困

難な事情のある次の各号のいずれかに該当する者とする。  

一 官公庁又は企業等に雇用されている者（休業等により、職務を免除されてい

る者を除く。）、自ら事業を行っている者その他のフルタイムの職業に就いて

いる者  

二 出産、育児又は親族の介護を行う必要がある者であって、その負担により修

学に重大な影響があると学長が認めた者  

三 その他長期履修を必要とする事情があると学長が認めた者  

２ 前項の規定にかかわらず、申請時における在学期間が、博士後期課程にあって

は２年、一貫制博士課程にあっては４年、医学又は歯学を履修する博士課程にあ

っては３年、後期３年博士課程にあっては２年、専門職学位課程にあっては１年

を超えている者は、長期履修を申請することができない。  

（長期履修期間等）  

第４条 長期履修の開始日は、前期の始めに入学（大学院学則第17条の規定に基づ

き学院の修士課程若しくは専門職学位課程から引き続き博士後期課程に進学する

場合又は研究科の修士課程から引き続き医学又は歯学を履修する博士課程若しく

は後期３年博士課程に進学する場合を含む。以下同じ。）した者にあっては前期

の初日、後期の始めに入学した者にあっては後期の初日とする。  

２ 長期履修期間は、１年を単位とし、その上限は、長期履修学生の在学する課程

の標準修業年限の２倍とする。  

（申請手続等）  

第５条 長期履修を希望する者は、別に定める長期履修申請書に次に掲げる書類を

添えて、所属する学院の長又は研究科の長（入学前に長期履修を志願する者にあ



っては、入学後、所属する予定の学院の長又は研究科の長をいう。）を経由して

学長に申請しなければならない。  

一 在職証明書（第３条第１項第１号に該当する者のみ）  

二 その他学長が必要と認めた書類  

２ 前項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。  

（許可等）  

第６条 前条の申請による長期履修の許可は、当該学院の教授会又は研究科委員会

の議を経て、学長が決定する。  

２ 長期履修を許可した場合は、別に定める長期履修許可書により通知するものと

する。  

（長期履修期間の短縮）  

第７条 長期履修学生は、就業環境等の変動により長期履修の必要がなくなった場

合は、別に定める長期履修期間短縮願により、長期履修期間を短縮する旨を学長

に申請し、許可を得て長期履修期間を短縮することができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、長期履修の開始日から１年に満たない者は、長期履

修期間の短縮の申請をすることができない。  

３ 第１項の申請により、長期履修期間を短縮することができる期間は、学期単位

とする。  

４ 第１項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。  

５ 長期履修期間の短縮の許可等については、前条の規定を準用する。  

６ 長期履修期間を短縮した者は、再度、長期履修期間の短縮を申請することはで

きない。  

（長期履修期間の延長）  

第８条 長期履修学生は、就業環境等の変動により長期履修期間の延長をする必要

がある場合、別に定める長期履修期間延長願により、長期履修期間を延長する旨

を学長に申請して、許可を得て長期履修期間の延長をすることができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、長期履修期間満了までの期間が１年に満たない者は、

長期履修期間の延長の申請をすることができない。  

３ 第１項の申請により、長期履修期間を延長することができる期間は、１年単位

とする。  

４ 第１項の申請は、所定の期日までに行わなければならない。  

５ 長期履修期間の延長の許可等は、第６条の規定を準用する。  

６ 長期履修期間を延長した者は、再度、長期履修期間の延長を申請することはで

きない。  

（休学）  

第９条 長期履修学生の休学の取扱いは、大学院学則第25条の定めるところによる。 

（授業料）  

第１０条 長期履修学生の授業料は、東京科学大学における授業料、入学料及び検

定料等に関する規則（令和６年規則第75号）第６条の定めるところにより、長期

履修期間のうち、当該学生の在学する課程の標準修業年限を超えた期間において



は、徴収しない。  

（雑則）  

第１１条 この規程に定めるもののほか、長期履修制度に関し必要な事項は、別に

定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる規程等は、廃止する。  

一 東京工業大学大学院長期履修規程（平成29年規程第１号。以下「旧東工大規

程」という。）  

二 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科長期履修に関する要項（平成18年

10月17日制定。以下「旧医歯学総合研究科要項」という。）  

三 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科長期履修に関する要項（平成19年

８月22日制定。以下「旧保健衛生学研究科要項」という。）  

３ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧東工大規程により長期

履修を許可された者は、この規程により長期履修を許可された者とみなす。  

４ 施行日前に旧医歯学総合研究科要項又は旧保健衛生学研究科要項の規定により、

長期履修学生として許可された者の長期履修の取扱いについては、なお従前の例

による。  

 











 

 

 

 



○東京科学大学における休学に関する規程  

令和６年10月１日  

規程第92号  

（趣旨）  

第１条 この規程は、東京科学大学学則（令和６年学則第１号。以下「学則」とい

う。）第19条及び東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学院

学則」という。）第25条の規定に基づく休学に関し、必要な事項を定めるものと

する。  

（許可を要する休学）  

第２条 学則第19条第１項及び大学院学則第25条第１項の規定に基づき休学を許

可するに当たっては、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当し、休学の願い出

に際し当該各号に定める書類の添付があった場合であって、かつ、２月以上学修

することができない場合に限るものとする。ただし、卒業又は修了の見込みがな

い者については、原則として休学を許可しない。  

一 傷病によるもの 医師の診断書  

二 経済的理由又は家庭の事情によるもの 事情を証明する書類  

三 出産、育児又は介護によるもの 事情を証明する書類  

四 東京科学大学（以下「本学」という。）で認める海外渡航によるもの 渡航

計画等の書類  

五 外国人留学生が、出身国における兵役に就く必要のあるもの 事情を証明す

る書類  

六 修学指導上本学が特に認めたもの 学生からの理由書等及び教員からの意見

書等の書類  

七 医学部医学科又は歯学部歯学科に４年以上在学した者が、医学部又は歯学部

を卒業する前に、大学院医歯学総合研究科医歯学専攻の医学研究者早期育成コ

ース（以下「MD―PhDコース」という。）又は歯学研究者早期育成コース（以

下「DDS―PhDコース」という。）に入学するもの MD―PhDコース又はDDS

―PhDコースの合格通知書  

八 その他やむを得ない理由として学生が所属する学院の教授会、学部の教授会

又は研究科委員会が特に認めたもの 学生からの理由書等  

２ 前項（第５号及び第７号を除く。）の事由に該当する休学期間は、１年以内の

期間であって、かつ、学院に所属する学生については学期の末日まで（次条に定

める休学上限の残りの期間が学期の末日までに満たないときは月の末日まで）と

し、学部又は研究科に所属する学生については月の末日までとする。ただし、特

別な事情があるときは、休学上限を超えない範囲で、引き続き休学を許可するこ

とができる。  

３ 第１項第５号の事由に該当する場合の休学期間は、２年６月以内の月の末日ま

でとし、次条に定める休学上限に算入しないものとする。  

４ 第１項第７号の事由に該当する場合の休学期間は、３年以内の月の末日までと

し、次条第１項第１号に定める休学上限に算入しないものとする。  



（休学上限）  

第３条 前条第２項並びに第５条第１項第１号及び第２項に規定する休学期間は、

次の各号に掲げる課程に応じて、当該各号に定める年数（以下「休学上限」とい

う。）を通算して超えることができない。  

一 学士課程 ３年  

二 修士課程及び専門職学位課程 ２年  

三 博士課程（区分制博士課程においては博士後期課程） ３年  

２ 前項第１号の規定にかかわらず、前条第１項第７号の事由に該当する場合の休

学期間の休学上限は３年とし、特別な事情があると認める場合は、４年とする。  

（休学期間中に外国の大学で修得した単位の認定）  

第４条 第２条第１項第４号の規定により休学した者が、当該休学期間中に外国の

大学において履修した授業科目について修得した単位の認定の手続等は、別に定

める。  

（大学の命ずる休学）  

第５条 学則第19条第２項及び大学院学則第25条第２項の規定に基づき、大学が命

ずる休学の期間は、次の各号に掲げる学生に応じて、当該各号に定める期間とす

る。  

一 傷病のため学修することが不適当と認められる学生 大学が認めた日から、

１年を経過した日が属する月の末日まで  

二 行方不明の学生 行方不明の届出があった日から、１年を経過した日が属す

る月の末日まで  

２ 前項第１号による休学期間は、満了してもなお、休学理由である事情が継続す

る場合は、引き続き休学を命ずることがある。  

３ 第１項第２号による休学期間は、休学上限に算入しないものとする。  

４ 前２項の規定による休学期間を経過しても、次条による復学ができないときの

取扱いは、学則第46条第３号及び第６号並びに大学院学則第59条第３号及び第６

号の定めるところによる。  

（復学）  

第６条 許可された休学期間の途中で、当該休学の事情がなくなったときは、願い

出て、復学することができる。ただし、第２条第１項第１号による休学の場合は、

復学の願い出に際し、医師の診断書の添付を要するものとする。  

２ 命ぜられた休学期間の途中で、当該休学の事由がなくなったときは、願い出て、

復学することができる。  

３ 許可された休学期間が満了した場合は、復学する。この場合において、願い出

は要しない。  

４ 前３項の規定にかかわらず、学部又は研究科に所属する学生であって、第２条

第１項第１号又は８号に掲げる事由により休学を許可され、又は前条第１項各号

に掲げる事由により休学を命ぜられた者が、休学期間が満了し、又は休学期間の

途中で当該休学の事情がなくなった場合は、別に定める手続により願い出て、復

学することができる。  



附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京工業大学学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に基づく

休学等に関する申合せ（平成16年４月１日学長裁定）は、廃止する。  

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）に、現に在学する学生であって、

施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学（以下「旧大学」という。）に

おいて、第２条第１項に相当する事由に該当して休学を許可され、又は、第５条

第１項に相当する事情に該当して休学を命ぜられた学生に係る当該休学期間につ

いては、この規程により許可され、又は命ぜられた休学期間とみなす。  

４ 学則附則第３項の規定により置かれる理学部及び工学部に所属する学生におけ

る第２条第２項の適用については、学院に所属するものとみなす。  

附 則（令7.3.7程31）  

この規程は、令和７年３月７日から施行し、改正後の東京科学大学における休学

に関する規程の規定は、令和６年10月１日から適用する。  

 



○東京科学大学大学院学生の留学に関する規程  

令和６年10月１日  

規程第95号  

（趣旨）  

第１条 この規程は、東京科学大学大学院学則（令和６年学則第２号。以下「大学

院学則」という。）第26条第３項の規定に基づき、東京科学大学（以下「本学」

という。）大学院の学生が、外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留

学する場合の取扱いについて定めるものとする。  

（出願手続）  

第２条 次に掲げる留学を志望する学生は、指導教員の承認を得た上で、所定の様

式を提出することにより、学長に願い出るものとする。ただし、学院に所属する

学生は、指導教員の承認を得た後、学長に願い出る前に、コース主任の承認を得

るものとする。  

一 次に掲げる留学のうち、海外における滞在期間が31日以上のもの  

イ 本学及び他機関で募集する留学プログラムによる留学  

ロ 授業の一環で行う国外活動  

ハ 研究活動・フィールドトリップ等（出張を除く。）  

二 海外の大学への留学（当該大学において履修した授業科目について修得した

単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとして認定する予定

のものに限る。）  

三 その他この規程の規定による手続が特に必要な留学として、指導教員（学院

に所属する学生にあっては、指導教員及びコース主任）が必要と認めたもの  

（留学許可）  

第３条 学長は、前条の留学の願い出があった場合において、教育・研究上有益と

認めるときは、当該学生が所属する学院の教授会又は研究科の研究科委員会の議

を経て、これを許可する。  

（留学期間）  

第４条 留学の期間は、通算して１年以内とする。ただし、特別な事情があるとき

は、通算して２年を超えない範囲内で許可することがある。  

（学位申請時の理由書の添付）  

第５条 前条ただし書の規定に基づき１年を超えて留学した学院の修士課程又は専

門職学位課程の学生については、学位申請の際、指導教員が作成した留学の目的

及びその成果が学位取得に寄与することの説明書を付すものとする。  

（留学終了の報告）  

第６条 学生は、留学の期間が終了したときは、速やかに所定の様式に留学した大

学等が発行する学修の成果に関する証明書を添えて、学長に報告しなければなら

ない。  

（単位認定の手続）  

第７条 学生が留学先で履修した授業科目の単位の認定を希望した場合の手続は、

別に定める。  



（認定授業科目の成績表示）  

第８条 単位が認定された授業科目の成績証明書における表示は、「認定」とする。  

（雑則）  

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。  

附 則  

１ この規程は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて（平成23年３月31日制

定。以下「旧取扱い」という。）は、廃止する。  

３ この規程施行の日（以下「施行日」という。）に、現に在学する学生であって、

施行日前に、東京工業大学又は東京医科歯科大学において、第２条各号に掲げる

事由に相当する事由に該当して留学を許可された学生に係る当該留学期間につい

ては、この規程により許可された留学期間とみなす。  

 



○東京科学大学における公欠の制度に関する要項  

令和６年10月１日  

制定  

（趣旨）  

第１条 この要項は、東京科学大学（以下「本学」という。）における公欠の制度

（以下「公欠制度」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要項において「公欠」とは、本学の学生が、本学が認める一定の事由

によりやむをえず授業を欠席した場合、これを欠席扱いとはしない取扱いをいう。 

（対象学生）  

第３条 公欠制度の対象学生は、次のとおりとする。  

一 本学の学士課程又は大学院課程に在学する者  

二 前号のほか、授業科目の履修が認められている者  

（対象授業科目）  

第４条 公欠制度が適用される授業科目は、原則として、学士課程及び大学院課程

の全ての授業科目とする。ただし、授業科目の実施形態等を踏まえた授業担当教

員の判断により、公欠制度が適用されない場合がある。  

（適用事由）  

第５条 公欠が適用される事由、公欠の期間の目安、届出時の必要書類及び届出時

期は、次のとおりとする。  

公欠事由  公欠として認められる期間

の目安  

届出時必

要書類  

届出時期の目安  

(1) 学校保健安全

法施行規則（昭和33

年6月13日文部省令

第18号。以下「施行

規則」という。）第

18条に規定する感

染症に罹患した場

合、又は感染してい

るおそれがある場

合  

施行規則第19条に規定する

出席停止の期間の基準のと

おり（右記診断書等に記載さ

れている出席停止の期間の

とおり）  

診断書等  公欠事由該当期間

終了後1週間以内  

(2) 親族（配偶者

及び2親等以内の親

族に限る。）が死亡

した場合  

配偶者及び1

親等（父母・

子）  

連続する7日

以内（休日を

含む。）  

会葬礼状

等  

公欠事由該当期間

終了後1週間以内  

2親等（祖父

母、兄弟・姉

妹、孫）  

連続する3日

以内（休日を

含む。）  



(3) 裁判員制度に

よる裁判員若しく

は裁判員候補者又

は検察審査会制度

による検察審査員

若しくは補充員に

選任された場合  

裁判所又は検察審査会事務

局からの通知書その他事実

が確認できる書類に記載の

ある期間  

裁判所又

は検察審

査会から

の通知書

等  

書類到着後から公

欠事由期間開始前

まで  

(4) 被災等により

通学が困難と学長

が認めた場合  

学長が必要と認めた期間  罹災証明

書等  

公欠事由発生後、

相当の期間内  

（手続等）  

第６条 学生は、前条に規定する事由が生じたことにより公欠を希望する場合は、

別に定める公欠届に、同条に定める必要書類を添えて、担当部署を通じて学長に

提出するものとする。  

２ 担当部署は、前項の届出があったときは、前条の規定により公欠が適用される

事由に該当することを確認した上で、当該学生が公欠制度の適用を希望する履修

科目の授業担当教員に、届出の内容を連絡するものとする。  

３ 前項の連絡を受けた授業担当教員は、授業科目の実施形態等を踏まえた上で、

公欠の適否を判断し、適当と認める場合には、配慮の内容等を当該学生に通知す

るものとする。  

（学生への配慮義務）  

第７条 授業担当教員は、公欠が適当であると認めた学生から求めがあった場合は、

当該学生に対して、履修上の不利益が生じないよう配慮するものとする。  

２ 前項のほか、授業担当教員は、試験実施日に公欠が適当であると認めた学生に

対しては、追試験又は課題提出による評価等の配慮を行うものとする。  

（公欠制度の適用除外等）  

第８条 第６条の規定により公欠が適当であると認めた場合であっても、公欠の期

間が長期間にわたることにより、当該授業科目の単位を修得することが困難であ

ると授業担当教員が判断した場合は、当該授業科目の履修申告を不許可とする場

合がある。  

２ 第５条に規定する公欠が適用される事由に該当しない場合であっても、授業担

当教員又は該当する授業科目を開設する部局の長等の判断により、欠席扱いとし

ない等の特別の配慮をする場合がある。  

（雑則）  

第９条 この要項に定めるもののほか、公欠制度に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則  

１ この要項は、令和６年10月１日から施行する。  

２ 次に掲げる申合せ及び要項は、廃止する。  

一 東京工業大学における公欠の制度に関する申合せ（令和元年11月28日教育・



国際連携本部制定）  

二 国立大学法人東京医科歯科大学における授業欠席に関する取扱要項（令和２

年11月30日制定）  

３ 学部及び研究科に在学する学生については、令和７年３月31日までの間、第４

条ただし書の規定は適用しない。  
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大


